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土木部長（星 雅之） 
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道路総務課副参事（田上秀典） 
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                  〇            

              午前１０時０６分開会  

〇委員長  ただいまから建設経済環境委員会を開会いたします。  

                              

〇委員長  初めに、傍聴についてですが、申出の人数が 10人を超えた場合には当委

員会室に傍聴者全員が入ることはできません。そこで、当委員会室で傍聴できる方

を傍聴受付の先着順としたいと思いますが、いかがでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、傍聴を許可することとし、当委員会室で傍聴する方は傍聴受

付の先着順によることとします。委員会室に入室できなかった方につきましては、

控室で音声を聞くことができますので、よろしくお願いをいたします。  

 では、本日は配付の審査区分表に従い審査を進めてまいりたいと思います。なお、

質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分の質疑が終了した後、１件ず

つ行います。  

 委員長から執行部にお願いいたします。答弁に当たっては、委員長と発言の上、

挙手をしてください。発言の許可を得た上で必ず所属とお名前を述べ、簡明な答弁

に努められるようお願いをいたします。また、答弁漏れのないよう御注意願います。 

 なお、執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは反問し

ますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また、

反問が終了した際はその旨の発言をしてください。  

 重ねてお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナー

モードに設定してください。また、持込みが認められたタブレット端末以外の電子

機器の持込みは禁止されておりますので、御注意ください。  

 最後に、本日は必要に応じ休憩を入れ、換気を行う場合がありますので、よろし

くお願いをいたします。  

                              

〇委員長  それでは、議案審査に入ります。  

 議案の審査に当たって質疑を行う際には、くれぐれも一般質問とはならないよう

御注意願います。  

 ではまず、議案第１区分、議案第15号、令和４年度柏市一般会計歳入歳出決算の

認定、当委員会所管分について、議案第 17号、令和４年度柏市公設総合地方卸売市

場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第 20号、令和４年度柏市柏都市

計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第25号、令和４年度柏市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第

26号、令和４年度柏市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての５議案

を一括して議題といたします。  

 質疑に入る前に委員長より申し上げます。本年８月 31日まで監査委員でございま

した松本委員におかれましては、議会運営委員会での申合せにより決算議案に関す



- 2 - 

 

る質疑については御遠慮していただくようお願いいたします。  

 それでは、本５議案について質問があれば、これを許します。  

〇田口  決算につきまして質問をさせていただきます。昨年度までと形式が変わっ

たということで、昨日も大分時間がかかった委員会もあったようですけれども、事

前にいろいろとお話を聞く機会も少なかったというようなこともあったようですの

で、少しお時間を取っていただくことになるかと思いますけども、御了承をよろし

くお願いいたします。まず、決算報告書の 108ページにあります建 築物の耐震につき

ましてですけれども、私質問でも行いましたけれども、８件木造建築の耐震改修が

あったということなのですけれども、質問の中で92％から 95％の目標だということ

を聞きました。昨年度実施された改修につきまして、広報のことをお聞きしたんで

すけれども、十分であったかどうかということ、それをまずお伺いしたいと思いま

す。お願いします。  

〇次長兼建築指導課長  木造の耐震改修費の助成金８件ということですが、予算と

して10件の予算を取っております。できれば予算を消化すべきだとは思うんですけ

れども、８件ということで近隣他市と比べても同等以上の水準だというふうに理解

しております。以上です。  

〇田口  分かりました。  

それでは、次です。危険コンクリートブロック、同じ表にありますけれども、こ

れは昨年度把握されていた時点で対象となる件数は幾らだったのかという全体、把

握していらっしゃる件数、改修すべきと判断していたものは幾らだったということ

でしょうか。  

〇次長兼建築指導課 長  平成 30年の大 阪 の地震 のときに 市内 の小学 校から 500メー

トル範囲のブロック塀について約 3,400件を調査いたしまして、そのうち危険ブロッ

ク、早急な手当てが必要な危険ブロックというふうに判断したものが158件ございま

す。今現在で把握している中で、そのうち 29件が改善しております。まだまだ改善

が必要だというふうな認識はしております。今年度も再度、その 158件、 129件にな

ったんですけども、それの現況把握のために調査をしている最中でございます。以

上です。  

〇田口  分かりました。ありがとうございます。今後も継続的にというか、早急に

お願いしたいと思います。  

 では、次です。交通につきまして報告書の 120ページ、シルバーパスの視察につい

てですけれども、これも質問でお答えいただいた部分がありますけれども、これま

で、視察に行ったのは何回でしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  視察につきましては、昨年度初めて視察に行かせていただ

いております。以上です。  

〇田口  これまで数多くの議員がシルバーパスの提案をして、動きがなかったとい

うことなんですが、昨年度行かれた経緯は何でしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  議会の中でもシルバーパスについて御要望ということで御
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質問いただいておりますので、そういったことも踏まえまして、まずは柏市として

どのような制度が合っているかということを調べたいということで、昨年度先進市

のほうを視察してまいりました。以上でございます。  

〇田口  すみません、今の質問にお答えいただいていないと思うんですけれども、

昨年度初めて行った、要するにその前に行かなかった経緯を教えてください。  

〇次長兼交通政策課長  今までインターネットの情報とかで、そういったところで

情報収集はしてまいりましたが、やはり実際に運用するということになりますと、

現地で担当している職員の方に実態をお聞きしたほうがいいだろうということで、

インターネットの情報だけでなく、現地の生の声を聞いて、あとは現地のシルバー

パスの使われ方、こちらも見て、そういったところで判断したいということで昨年

度初めて行ったというところでございます。  

〇田口  先進市と言いますけれども、かなり多くの自治体がこのシルバーパスはも

う既に導入しているというところが多い中で、先進市といってこの選ばれている４

つがありましたけれども、これ全部ＩＣパス、ＩＣカードを使ったものなんですよ

ね。それ以外の方式のものも当然私も質問で申し上げましたけれども、紙のもので

あるとか、ＬＩＮＥを使ったものであるとか様々あるわけですが、ＩＣカードに偏

っている、これはなぜでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  当初視察先を探す際にやはり紙媒体で使っているところも

探しておりましたが、視察に行く前段で、そういった自治体に話をお聞きしますと、

スイカ、パスモは路線バスに入っていないとか、そういった御事情で紙を使ってい

るとか、あとは、今は紙なのですが、これからＩＣに切り替えていくといったとこ

ろで、そういった全体的な流れになっておりましたので、私どもとしてはＩＣを使

っているところを中心に視察させていただいたというところでございます。以上で

す。  

〇田口  私も質問で申し上げましたけれども、紙だと運転者の負担になるとか、そ

ういう答弁がありましたけれども、しかし今のお答えでは早急に高齢者のお出かけ

支援をするという対策として、もう結論分かっている状態で、お金がかかるという

結論を持っていくためにここに行ったと、そのように捉えられても、そういう見方

もできるんじゃないかなと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  決してそういった意図で視察しているわけではなく、本議

会で御質問別にございましたけども、例えば市川市のほうで紙を使っているという

ことであれば、そういったところも併せて視察して、早急に入れられるものを模索

してまいりたいと思っております。以上です。  

〇田口  それはもうぜひ、昨年度の決算ですけれども、今後やはり難しいというこ

とになればできる方法を考えなきゃいけないわけですから、それは今後に期待した

いと思います。  

では、次ですね。報告書の同じく120ページですが、南柏駅と増尾駅、増尾駅につ

いては屋根がつくということで、今回土木部長の答弁にもありましたけれども、こ
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れは請願採択されたのはいつでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  請願の時期については、申し訳ございません。今手元に請

願のあった時期の資料がないものですから、お答えちょっと難しい状況でございま

す。  

〇田口  記憶で結構ですが、速やかに対応されたと考えてよろしいですか。  

〇次長兼交通政策課長  請願、昨年度、たしか夏、第３回だったか、あやふやでち

ょっとお答えできないんですが、昨年度請願がございまして採択になってございま

す。速やかに予算措置しまして、今年度設置をしているといったところでございま

す。以上です。  

〇田口  昨年度決算計上されているんですよね。今年度実施、違いますか。  

〇次長兼交通政策課長  昨年度請願が採択になっておりまして、今年度、令和５年

度にバスの上屋をつけるということを工事を予定しております。もともとベンチに

つきましては、令和４年度にあらかじめ増尾駅のほうに設置を予定してございまし

たので、その４年度予算でベンチだけはつけているといったところでございます。

以上です。  

〇田口  分かりました。  

 では、次お願いします。では、報告書の同じく120、 121になりますか、タクシー

のことについてですけれども、利根町会、弥生町会、ジャンボタクシー、カシワニ

クルの昨年度の利用の人数を教えてください。  

〇次長兼交通政策課長  初めに、ジャンボタクシーにつきましては、令和４年度の

利用者数は３万 2,465人、延べ人数でございますが、御利用いただいております。カ

シワニクルにつきましては、１万 1,508名でございます。続きまして、とねっこタク

シーでございますが、利根町会のほうは年間 210名でございます。以上でございます。 

〇田口  弥生町会は始まったばかりということですかね。  

〇次長兼交通政策課長  弥生町会につきましては、今年度７月 20日から運行をスタ

ートしておりまして、９月の 21日までに10回運行しておりますが、延べ72名御利用

いただいております。以上でございます。  

〇田口  ありがとうございました。このような身近な交通、ぜひ広げていただきた

いと思います。  

 それでは、報告書の 118ページの都市計画総務費、こちら質問で も議員の方いろい

ろお話しされておりましたけれども、公民学の連携によるまちづくり推進のための

負担金が 2,326万 4,042円ということで、ＵＤＣ２の事業費に係る負担金ということ

ですが、具体的には何に使ったお金でしょうか。  

〇中心市街地整備課長  ＵＤＣ２の活動が４つの事業に分かれておりまして、１つ

は調査、研究、提案という事業です。２つ目が実証実験、事業創出という事業、３

つ目がデザインマネジメントという事業です。４つ目がエリアマネジメントという

事業で、それぞれに支出がございます。まず、初めの１つ目の研究事業ですが、こ

ちらは約 30万円の支出をしております。実証実験については 123万円です。デザイン
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マネジメントについては460万ほど、それからエリアマネジメントについては 27万ほ

どというところと、あとは事務所の運営費とか人件費を含めて、トータルで先ほど

の2,326万 4,000円というところでの負担をしております。以上です。  

〇田口  ありがとうございます。人件費と事務所の維持管理費のおよその値段を教

えてください。  

〇中心市街地整備課長  人件費については、２人の負担をしておりまして、1,250万

円、それから事務費として施設管理費については330万円ほどです。以上となります。 

〇田口  ありがとうございます。  

 それでは、次です。調査研究ということですけれども、その成果物はあるんでし

ょうか。  

〇中心市街地整備課長  ＵＤＣ２の活動の中で報告書をまとめられていて、年に１

度の社員総会なんかでそういったところの御説明をしている形になります。以上で

す。  

〇田口  それは、議員には配られているんでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  配付のほうはしておりません。以上となります。  

〇田口  これまでもしていないということでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  これまでも個々のそういった成果物については配付をして

おりません。以上となります。  

〇田口  配付しない理由は何でしょうか。  

〇中心市街地整備課長  ＵＤＣ２については、会員の会費も含めて組成している団

体でございまして、そういったところについては情報公開ということで、団体の研

究の成果として社員総会でお示しはしたりしているんですけれども、一つ一つにつ

いては積み重ねでＵＤＣ２の目標に向けて様々な業務を進めておりますので、個々

については議員のほうには公開をされていないというところでございます。以上で

す。  

〇田口  市がお金を出しているんですから、議員に配付するのは当然ではないでし

ょうか。  

〇中心市街地整備課長  柏市のほうには報告がございますので、必要に応じてとい

うところで、内容を加味しながら、今後そういったことも検討してまいりたいと思

います。以上です。  

〇田口  柏市にはと言いましたけれども、柏市にはの中には議員が入っているんじ

ゃないですか。  

〇中心市街地整備課長  柏市にはというか、執行部のほうには年に１度そういった

ことで成果という報告を受けておりますので、その中から必要に応じて公開をさせ

ていただくようにＵＤＣ２とも調整して検討してまいります。以上です。  

〇田口  この議会でもステークホルダーという言葉がよく出てきましたけれども、

議員もステークホルダーではないですか。  

〇中心市街地整備課長  ＵＤＣ２で考えているステークホルダーの中に市民も含ま
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れておりますので、議員もそういった意味ではステークホルダーの一員だというこ

とになると思います。以上です。  

〇田口  では、当然ながら議員に資料が配付されると了解してよろしいですね。  

〇中心市街地整備課長  ステークホルダー全ての方に資料を配付するという考えは

ＵＤＣ２にはございませんので、必要な部分についてはＵＤＣ２と協議をさせてい

ただいて、どこまで配付できるのかというところについて検討してまいります。以

上です。  

〇田口  議員が必要だと言っているわけです。私今のところ一人ですけれども。そ

の点をお考えください。  

〇中心市街地整備課長  先ほどの御答弁のとおり、ちょっと今後検討してまいると

いうところで答弁させていただきます。以上です。  

〇田口  ありがとうございました。  

 負担金ということですけれども、実際にこのＵＤＣ２の運営費というのが負担金

ですから全体で相当かかっているということですけれども、どのぐらいかかってい

るんでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  令和４年度決算は、こういった形で 2,300万になっておりま

すので、令和４年度については市からは 2,300万、それ以外に会費として幾ばくかと

いうところと、あと商工会議所のほうも負担をしているというところで、トータル

で約3,000万ぐらいの事業費を用いて運営をしている団体となります。以上です。  

〇田口  3,000万のうち2,400万負担しているわけですよね。先ほどの話にちょっと

戻りますけども、市は重要なステークホルダーなわけですよね。当然議員に資料は

配付されるものと。この金額を見てもはっきり言えるわけですから、そこもきちっ

と理解をしてください。  

 本会議でも出ていましたけど、今回の金額は分かりましたけれども、再度になる

かもしれませんが、これまでに市やまちづくり公社が負担したお金は全部で幾らに

なるでしょう。  

〇中心市街地整備課長  本会議でも御答弁させていただきましたが、平成 28年の設

立から現在までで柏市からは 7,000万少しということと、あとは柏市まちづくり公社

については平成 28年から令和２年までというところで 7,000万少しというところで、

トータルでは１億 4,500万ぐらいということになります。以上です。  

〇田口  分かりました。これからもＵＤＣ２には駅周辺の開発が続く限り負担金を

同じように出し続けると考えてよろしいんでしょうか。  

〇中心市街地整備課長  毎年毎年次年度に対しての事業、こちらをＵＤＣ２のほう

から上げていただいて、そこを必要性に応じて査定をしながら負担をしているわけ

でございますが、今のところはこれからも負担をしながら、一緒になってまちづく

りを進めていくというふうに考えております。以上です。  

〇田口  分かりました。それでは、この項目では、まちづくりについては最後の、

駅再開発については最後になりますけども、これも意見として述べられたと思いま
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すけれども、ＵＤＣ２はじめ一部の人だけで考えている。市民には、市民の側から

すればですよ、情報がほとんど出てこないという意見が多いわけです、これに関心

持っている人は。地方自治の本旨というのが地方自治法の一番初めに出てきますけ

れども、ここをまず根本に据えた上で市民全体でまちづくりを考えるべきと思いま

すが、いかがでしょうか。そうであるべきで、昨年度決算も本来的にそうあるべき

であったという意味です。よろしくお願いします。  

〇中心市街地整備課長  本質はそうであるべきだと思っております。ＵＤＣ２の一

番重要としているグランドデザインの策定について、こちら平成 29年に策定したわ

けでございますが、ワークショップとか説明会含めてかなりの回数をやられていて、

当時やはり市民の方からの反響も多く、かなりの数の方が出席されてつくっており

ました。中には議員さんも含めて御参加されているようでした。というところでは、

グランドデザインの策定については、市民をかなりステークホルダーの一人として

中に入れながら策定した経緯がございます。その後、グランドデザインの実現に向

けて一つ一つ社会実験をやったりとか、まちで表に出る形で活動しているわけでご

ざいますが、その中でまた市民の方を入れて検討が必要なものがあれば、また引き

続きそういった形で進むよう我々からも指導してまいります。以上です。  

〇田口  先ほど申し上げましたように、これの問題に関心持っている人は、繰り返

しますけれども、情報が出てこないと、このように言っている人が多いわけですね。

そこをよく市としてもお考えいただいて進めて、一緒に進めていきたいと考えてお

ります。  

 では、次ですね。決算書の 463ページになります。市営住宅の施設管理事業なんで

すけれども、まず前提として、柏市は日本全体を見渡して他の都市に比べ市営住宅

が極端に少ない市であるということは異論はないかと思いますけれども、現在市営

住宅は、いわゆる団地の数と、それから戸数、調べれば分かることでしょうけど、

お答えください。  

〇住宅政策課長  柏の市営住宅、 12団地で 832戸あります。以上で す。  

〇田口  832戸、 43万都市で 832戸というのは、ほかの都市の人が聞いたらびっくり

するような数字だと思います。  

 次です。その 832戸をさらに廃止する計画があると聞いておりますが、どんな計画

でしょうか。  

〇住宅政策課長  平成 30年に策定をしております公共施設総合管理計画の中では４

団地、ちなみに根戸、宿連寺、高野台改良、向原、この団地、合計で304戸を２期分

で廃止をするというような計画を持っています。２期分というのは、2035年までに

というような計画になっています。以上です。  

〇田口  廃止の理由は何でしょうか。  

〇住宅政策課長  老朽化です。以上です。  

〇田口  新しく造るおつもりはないんでしょうか。  

〇住宅政策課長  今現状におきましては、ソフト的な対応、例えば民間のアパート
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を借り上げるとか、家賃の補助をするとか、ＵＲから借りるとか、そういった方向

の基本的にはソフト的な対応で件数を賄っていくというような考えを持っています。

ただ、今年度、市営住宅、老朽化と、それから住んでいる方の高齢化、これが非常

に大きい状況になっておりますので、ちょっと在り方全体を検討すべきだろうとい

うことで、検討の準備をしているという状況です。在り方全体を検討する中で、今

の廃止と、それから代替措置、どういった代替措置が必要かというのを検討してい

きたいというふうに考えています。以上です。  

〇田口  その理由としての代替措置をお答えになりましたけれども、根本理由はお

答えいただいていないと思います。根本理由は何でしょう。  

〇住宅政策課長  今の御質問は、件数的に足りているか、足りていないかに通じる

部分だと思うんですけど、今市営住宅募集をしてもどうしても古い部分の上階のほ

うは応募がないという状況もあります。逆に北柏の新しいところ、エレベーターの

ついているようなところは50倍にもなってしまう。そういった状況を踏まえると、

単純に足りないというよりも、ニーズに合った形の市営住宅を適切に供給していく

ことが必要であろうというふうには考えています。件数全体で考えたときに足りな

いか、足りなくないかというのは、ちょっとまだ判断をしかねている状況でして、

今後それは在り方検討の中で、例えば高齢者の独居が多いとか、もしくは外国人が

多いとか、そういった方に対してどういう供給をしていくかというのも併せて検討

が必要だというふうに認識をしているところです。以上です。  

〇田口  それは古くなれば利用が少なく、人気がなくなるというのは当然の話であ

って、であれば新しく市営住宅を造るというのが普通の考え方だと思います。それ

を民間のを借りたりですとか、それからＵＲを借りたりという、そういうふうな方

向にいくのはなぜでしょうか。  

〇住宅政策課長  市営住宅に関しましてといいますよりも、公共施設全般に言える

ことなのかもしれないですけども、なるべくストックを持たないような形といいま

すか、例えば市営住宅でいえば高齢の方は向こう15年ぐらいは増えるという予測で

すけど、それ以降は減っていくであろうと。市営住宅一度建てると耐用年数 70年か

らということになりますので、そういったときに無駄な投資をしないという部分も

含めて、ストックを持たない方向でできるんであれば、できなければ建てるという

こともあるかもしれないですけど、できるんであれば、今の住宅・土地統計調査の

中でも柏市内で１万戸民間のアパートが余っているというようなデータもあります

ので、そういった部分を有効に活用していくということを考えているという状況で

す。以上です。  

〇田口  私がまちを歩くといいますか、調べますと、民間のアパートもいろいろ種

類ありますけれども、２階建てで安アパートというのがあるんですね。どう見ても、

私の目から見てですよ、耐震的に非常に危ないというもの結構あるんです。そうい

うものも含めてお考えいただいているとなると、それは非常によろしくないと思い

ます。要するに何が言いたいかというと、市営住宅というのは高い所得者の人が住
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むところではなく、低所得者の人が住むということを前提にしているわけですよね。

そうなれば、じゃ柏市はどういう住民が住む場所なのかということになると、低所

得者は先ほどのお話でいくと民間の安アパート、いいところもあるかもしれません

けども、行きなさいと言っているような理論に思えます。そうではなくて、市がち

ゃんと生存権を保障するためにも市営住宅というのは公共の政策としてあるべき、

非常にそれが一般的な国もありますよね。イギリスとかもそうですけども、そうい

ったところも公共というのがきちんと社会の中でないと、これは社会の不安定化要

素になるわけですよ。そこをきちんと持っていないと、柏市というのが魅力あるま

ちなんていうことには到底ならないということではないでしょうか。いかがでしょ

う。  

〇住宅政策課長  市営住宅につきましては、やはり数として一定の水準を保つとい

うことは必要だと思っています。ただ、委員さん言われたように低額所得の方は安

いアパートに入るはずだみたいなことはちょっとありませんので、前提にしており

ませんので、民間のアパートを利活用するにしても入居する方が自分で選んで、金

額もそうですし、部屋の広さ、位置、そういったものも選ぶことによって市営住宅

よりも選択肢が広がる、その上で市営住宅も一定数は確保していく、そういった重

層的な支援体制ができればいいのかなというふうに思っています。以上です。  

〇田口  この柏市に市営住宅が極端に少ない理由ですね、ほとんどの方はお分かり

になっていると思いますけれども、今のＵＲが公団であったときにその代わり、市

営住宅の代わりとなるようなものをどんどん、どんどん造って、そしてこの柏市は

東京のベッドタウンとして都市が形成されたわけですよね。そのＵＲが建て替えを

するということになっています。もう既になっていますけれども、そうするとこの

ＵＲは公団から民間になったときを境に家賃を民間並みに上げてきているわけです

よね、新しくして。そうすると、そこの住民の方は追い出されて、行き場所がない

という方もかなりの数出ているわけです。そして、私の知り合いになりますけども、

不動産の方、低所得者の方向けの物件を用意するような仕事もしていますけれども、

そこは私の目から見ると建築構造的に危ない、そういう物件やっぱり多いわけです

よ。豪華なものを造る必要はないと思うんですけれども、市営住宅というものの概

念、観念をきちんとやっぱり柏市は持つべきだと。ＵＲが民間になった以上、市営

住宅というものをきちんと担保して、人生というのはどう変わるか分かりませんの

で、誰がいつ低所得者になるか分からないわけですよ。そうすると、不安定である

柏市に住みたいと思う人はやっぱりいなくなるんじゃないですかね。人生はどう転

ぶか分からないときに、ちょっと失敗したらもう住むところなくなるような柏市に

住みたいと思うでしょうか。ということをお考えいただいて、ぜひこの市営住宅、

廃止ということ前提ではなく、予算の中にきちんと入れていただきたい。そうでな

いと、柏市はいろいろビジョンを、先ほどの駅のまちづくりとかありますけども、

住むところがないようなところに誰が魅力を感じますかということになるわけです

よ。ということを市全体として、担当部署だけではなく、今のこのまちづくりの絵
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を見ていましても、これは低所得者の人に配慮したまちとは到底、私はですね、見

えない。そういったところもやはりまちづくりの中に含めて考えていただきたい。

そのときやはり市営住宅というのは重要な鍵、都市が持続可能なまちづくりに貢献

する重要な鍵となると思いますので、昨年度の決算は決算として、それを見直す機

会にしていただきたいと、このように思います。  

 それでは、決算書の 356ページ、環境政策推進事業ですね。エコハウス促進総合補

助金ですね。これの実績とこれまでの推移をお伺いします。この中で、環境に関す

ることですけど、太陽光発電ですが、これは現在この中には入っていますでしょう

か。  

〇環境政策課長  まず、エコハウス促進総合補助金の実績ですが、これは件数とい

うことでお答えすればよろしいですかね。金額としては、補助金の実績額が 2,573万

円、その補助の内訳 ですが、ま ずエ コ窓改修、 こち らが 85件、金 額 でいうと 545万

3,000円。あと、家庭用燃料電池システム、これの自立運転なしのものはゼロ、同じ

く家庭用燃料電池システムの自立運転があるタイプのもの、これが 36件で補助額が

360万円。次に、蓄電池システム、こちらが 221件、補助の額が 1,540万 9,000円。あ

と、電気自動車に関しては太陽光発電設備とＶ２Ｈ、充放電設備が併設されている

場合に関しての補助は１件15万円、同じく電気自動車で太陽光発電設備だけが併設

されている方 、これが９件の 90万円、最後にＶ２Ｈ、充放電設備、これが５件の 21万

8,000円の合計2,573万 3,000円の補助となっております。  

 それで、太陽光発電設備に関しましては、令和４年度から補助メニューから外れ

ております。以上です。  

〇田口  外れた経緯を教えてください。  

〇環境政策課長  このエコハウス促進総合補助金の財源ですが、これは千葉県の補

助が財源となっております。それで、補助に当たっては、千葉県のほうで補助メニ

ューのほうの定めがありまして、県の補助メニューから太陽光発電設備がなくなっ

たことから、今回柏市の補助メニューからも太陽光発電設備を除いております。以

上です。  

〇田口  太田市長の 公約でもＣＯ ２ 削減などあっ て、当然私は 進むも のと思ってい

たんですよ、太陽光のことも。県が撤退したからといって市が、お金の財源のこと

と言えばそれまででしょうけれども、新たに補助をするという方針、方策を取らな

かったのはなぜですか。  

〇委員長  すみません。田口委員に申し上げますね。令和４年度の決算認定の議論

ですから、一般質問にならないようにお気をつけいただければと思います。よろし

くお願いします。  

〇環境政策課長  令和４年度の補助メニューから太陽光発電設備メニュー外して、

県の補助がなくなったことから、柏市としても補助対象から外してしまったところ

ではあるんですが、代わりに千葉県のほうで太陽光発電設備等共同購入事業という

事業をスタートいたしました。これはどういった事業かといいますと、広く県内か
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ら太陽光発電設備を購入する人を集いまして、そのスケールメリットを生かして通

常よりも安く購入、設置ができるという事業となっております。柏市としましては、

これは県の事業ではあるんですが、ホームページ、またはツイッターなどのＳＮＳ

を使って、この事業を市民の方に周知してきたところです。以上です。  

〇田口  県がお金を使わずに団体をつくってという話ですよね。昨年度の決算で、

結局予算の中に入らなかった、入れなかったということですから、それは市がやら

なかった、予算を出さなかったということは、それは正しいといいますか、適切で

あったと評価しているわけでしょうか。  

〇環境政策課長  本市としましては、県の太陽光発電設備共同購入事業を支援する

ことが市民にとっても有益であるという判断をして、予算からは除いたところです。

以上です。  

〇田口  答弁分かりましたけれども、やはり市としても私はきちんと対応してほし

かったな、積極的な対応をしてほしかったなというふうな印象を持ちます。それは

昨年度の決算の話です。  

 では、これはいろんなところにまたがる話ではありますが、しかし環境が主導的

な役割を果たすところで、ＣＯ ２ 削減への対策 は昨年度の決算の中 ではどういう、

ほかの部署にまたがる話だとは思いますけれども、どのような決算となっておりま

すでしょうか。  

〇環境政策課長  環境部としましては、Ｃ Ｏ ２ 削減に資する 取組としましては、今

ほど御質問のありましたエコハウ ス促進 総合補助金 によりＣ Ｏ ２ 削減に取り組んだ

ところです。以上です。  

〇田口  ほかは把握 していらっしゃらな いということです かね。市全体のＣＯ ２ 削

減。  

〇環境政策課長  あと、全庁的には電力の契約、施設所管課の皆様に対しまして、

電力の契約をする際には環境配慮電力を可能な限り契約するようにお願いをしてお

ります。あとは、また施設改修などの際には例えば照明設備のＬＥＤ化を図ったり

とか、あとは可能な限り太陽光発電設備を設置していただくようお願いしておりま

す。以上です。  

〇田口  今のお話で、部署としてのお答えですので、そういうお答えになると思う

んですけれども、ＣＯ ２ 削減を柏市が積極的に進めているとい うふうには市民の方

は受け取りにくいのではないかと思いますので、昨年度の決算、これは環境に関わ

りませんけれども、ほかの部署を柏市全体でこれを総点検、決算書もう一回見直し

て、もちろんこの後議決するかどうかという、その判断になりますけれども、しか

しもう一回決算書を見直して、Ｃ Ｏ ２ 削減の対策が適切であっ たかどう かという、

そういう評価をこれは市全体でやらなければならない問題だと思いますので、環境

政策課からもそういう発信をぜひしていただきたいと、このように思います。私も

しますけれども。  

 では、次お願いします。報告書の97ですね。ごみのことですけれども、令和４年
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度のごみ処理に係る経費は総額で幾らでしょうか。柏市分と沼南分と別々にお答え

ください。  

〇廃棄物政策課長  令和４年度分のコスト、ごみ処理コスト、原価計算ということ

で申し上げますと、まず柏地域でございますが、柏地域については約39億 6,000万円、

沼南地域分については８億7,000万円、合わせて48億 3,000万円となっております。

以上でございます。  

〇田口  ごみの減量化、このごみ処理の問題、私柏市に住んでおりまして、減量し

なさいというようなＰＲ、あまり目にしない、住民としてですね。ほかの自治体に

住んでいたところは結構やかましいといいますか、そういうところも、市民が主体

的にやっているというところもあるんでしょうけれども、ごみの減量化、昨年度の

決算を見て、その指標があると思う。基準をどこに持ってきて、どういう比較をす

るかというのがあると思うんですけれども、その指標があればその指標の数値を用

いてで結構ですので、家庭ごみと事業系ごみに分けて、どのように促進されている

かお願いします。  

〇廃棄物政策課長  実は、昨年度末にごみの基本計画ということで一般廃棄物処理

基本計画というものを定めておりますが、その中でごみの排出動向の指標について

比較を県内自治体等でしております。そこの比較について少し御説明させていただ

きますと、まず１つは１人１日当たりの総ごみ排出量という指標がございます。こ

れ数字を申し上げるよりも千葉県内でどれぐらいの位置にあるのかというところで

申し上げますと、千葉県54自治体あるうちの 22番目に少ないということでございま

すので、まず総ごみ量につきましては中ぐらいよりは少し少ない部類に入るという

評価をしております。また、中核市62都市とも比較いたしますと、 17番目に少ない

ということですので、総ごみ量としては比較的少ないというふうに評価をしており

ます。  

 また、家庭系の１人１日当たりのごみ排出量、これは市民の方々の取組がどうな

のかというところの指標でございますが、こちらについてはもっと少ない状況がご

ざいまして、千葉県 54自治体ある中で５番目に少ないということが分かっておりま

す。また、中核市 62の中でも９番目に少ないという評価をしております。一方で事

業系につきましては、少し高い傾向にございまして、県内54の中では36番目に少な

いですから、高い、むしろ多いほうだということでございます。ただ、一方で中核

市で比べますと 62のうち 19番目に少ないほうということになりますので、事業系に

ついても多いという状況ではあるんですけれども、中核市であったり、全国平均と

比べると少ないという状況でございます。ごみの減量については、そういった指標

で比較しています。以上でございます。  

〇田口  ありがとうございます。では、今後もこれがさらに改善するようにという

ことで、昨年度の評価を踏まえてごみの削減、焼却場の問題もありますけれども、

これをどうするかですね、そういったことの昨年度の決算を踏まえた対策をまた議

員も含めて共有していければと思います。よろしくお願いいたします。私からは以
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上です。ありがとうございました。  

〇委員長  それでは、暫時休憩いたします。  

              午前１１時  ４分休憩  

                  〇            

              午前１１時１３分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

 質疑を続行いたします。  

〇助川  昨年度から様式変わって、私昨年度の形式は好きだったところあるんです

けども、今回はこの形ということでやらせていただきますが、じゃ質問させていた

だきますけれども、１つ目が報告書の 88ページのごみゼロ運動のところで、決算書

ですと 349ページになるんですかね。ごみゼロ運動ごみ収集委託 72万 4,900円という

ことで、これ昨年度のやり方というのがどういうふうに行ったのか、改めてお聞か

せください。コロナ明けてということだと思うんですけども。  

〇環境サービス課長  昨年度もボランティア等々の団体に呼びかける形でのごみゼ

ロ運動というのはやってございません。ですが、柏市の職員等々主体となってごみ

ゼロ運動を行っております。そのために柏エリア、沼南エリアで集められたごみを

ごみ種ごとに回収するための委託料の経費でございます。以上でございます。  

〇助川  毎年はごみゼロを５月 30日前後の日曜日でやっていると思 うんですけども、

昨年はたしか期間をそこに定めず、一定期間空けてやったかなという記憶している

んですが、間違いないでしょうか。  

〇環境サービス課長  おっしゃるとおり、５月30日前後の日曜日からおおむね１か

月程度期間を設けて、その中で密にならないように各団体の方に任意にやっていた

だくという、おっしゃるとおりの期間を空けて設定したものでございます。以上で

す。  

〇環境部長  昨年度は、通常では１日だったものを１か月間としてごみゼロ運動を

実施いたしました。以上でございます。  

〇助川  ちょっと市民活動支援課のほうの分野に力が強くなっちゃうかなと思うの

で、気をつけて質問しますけども、すごく評価しているんです、ごみゼロ運動に関

しては。町会を挙げてやっているところだったり、団体を挙げてやっているところ

がたくさんあって、一日で多くの方がごみ拾いに参加すると。これ参加する人数は

どれくらいだったかというのは、おおよその集計的なものって出ていますか、それ

ともごみの総量で計算しているんですかね。その辺の指標というのはありますか。  

〇環境サービス課長  ここのところコロナで呼びかけをやっていないので、その参

加人数のデータはこのコロナ禍のところではございませんが、収集しているごみ量

はございます。今ちょっと手元にないので、後ほどお示しいたします。  

〇助川  本当これやることで、私が住んでいるところは町会、町内会を挙げてやっ

ているところで、それで特に最近は海外から住み始めた方なんかも数人来ていて、

そういう方も参加してやっているので、ごみ分別の方法であったり、様々なことを
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学べる機会にもなっていて、恐らく市内で数万人の方が関わって一日やっているか

なと思うので、そういった中では費用対効果大変高いものになっているんじゃない

かなと感じているんですけども、今後しっかりとこれ継続して、よりいいものにし

ていってもらいたいと思っているのが１つと、市民はもちろんのこと事業系、先ほ

ど事業の話もあったけど、事業系に対するごみゼロの啓発というのは、これ考えて

いるのかどうかだけお聞かせください。もしくは、どういうふうに取り組んでいる

のかというのがあれば教えてください。  

〇廃棄物政策課長  事業系のごみにつきましては、先ほども御答弁しましたとおり

で、若干多いのかなというところは私どもとしても課題として捉えておりまして、

１つは取り組んでいる状況といたしましては、多量排出事業者という一定規模以上

の事業所に対しましては減量計画書という、そういう様式のものを提出いただきま

して、その中で減量余地があるような事業所さんがあれば直接指導に訪問しまして、

こういう部分で減量の余地があるんじゃないかというようなことをお話しさせてい

ただいたりという取組などしております。以上でございます。  

〇助川  ありがとうございます。じゃ、ごみゼロの話、これ額としては少額なんで

すけど、取組としては大きく期待しているところですので、今後もよろしくお願い

いたします。  

 それから、経済系のほう行くんですけども、たしか道の駅の調査関係のが 1,800万

か幾らか出ていたかなと思うんですけども、昨年度これどういったことをされたの

かなということをお聞かせください。  

〇次長兼公設市場長  今回の昨年度の調査につきましては、公設市場の取扱高が減

少する中で、市場と併設して道の駅があったら市場の活性化につながるんではない

かということで可能性調査のほうを実施しました。調査内容としましては、現状把

握、あとは先行事例、あとは市民の意識だとか場内事業者の意向調査、あと交通量

調査、あとは道の駅の需要予測、あと施設規模の検討、事業手法、あとは大手開発

事業者のほうのヒアリングなどを行っております。以上です。  

〇助川  ページが決算書の419ページになりますね。1,889万 8,000円というのがこれ

が今のお話で間違いないでしょうか。  

〇次長兼公設市場長  委員おっしゃるとおり、その数字で間違いございません。以

上です。  

〇助川  結構な予算をかけて調査されているかなと思うんですけれども、これ今後

の報告書であったりとか、方向性であったりとか、そういったものはどのように示

されるのかということをお聞かせください。  

〇次長兼公設市場長  昨年度調査を行いまして、一応報告書のほう取りまとまりま

した。内容としましては、道の駅の場合ですと24時間無料で大型車が駐車できなき

ゃいけないスペースを必要ということで、検討した中で 385台駐車場が必要というこ

とで、市場の敷地内８ヘクタールの中で 385台の駐車場というのはかなり無理がある

のかなと。あと、近接した土地の活用ということで検討したんですけども、その中
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でももう既に土地活用を進められている事業者が多いということで、かなり道の駅

としては可能性が厳しいのかなという結果が出ております。その一方でもう一つの

報告として、道の駅をつくるのは公設市場のもともとの活性化を目指したものなん

ですけども、一部売上げが貢献する事業者さんもあるんですけども、全体としては

それほど効果がないというか、限定的であるということで、道の駅の検討について

は厳しいのかなというところで報告のほうはさせていただいております。以上です。 

〇助川  道の駅は、もしこれが可能であれば期待するところもあったと同時に、ど

うできるかというのは本当にこれ大きいところで、道の駅ありきではないんだろう

なということは同感なところで、今後の方向性としては様々な多分全国の先進事例

あろうかと思うんですけども、いろいろ参考にしながら、道の駅の今後の在り方に

ついてはどのようにこれは検討されていくのか。決定ではないと思うので、どのよ

うに議論されていくのかというのをお示しいただけますか。  

〇次長兼公設市場長  一応最終決定という形ではないんですけども、今御報告、御

説明させていただいたとおり、駐車場の問題、あとは公設市場の活性化を目指した

ものですけども、それが活性化にならない、つながらないということでございます。

事業者さんのアンケート調査、聞き取り調査の中では、やっぱり市場ということで、

活性化するためには駐車場の荷さばき所の拡大だったりとか、コールドチェーン、

新鮮なものを積む、新鮮なうちに届けるといったコールドチェーンといった物流施

設の改善が市場の活性化には必要だということで、その方向で事業者とは検討を進

めていきたいというふうに考えております。以上です。  

〇助川  道の駅、分かりました。  

 電力の件で、各部署に関わるところなんですが、取りまとめをしているのが環境

部かなと思うんですけども、先ほど若干電力契約の話が出たかなと思うんですけど

も、昨年度の決算審査特別委員会ではたしか鈴木清丞議員が電気、特に電力の契約

については強く質問していたことを記憶しているんですけれども、それから１年た

った中での電力の見直しであったり、その方針についてどのように検討され、実行

されてきたのかというのを昨年の決算審査の記憶もちょっとたどりながら、今年度

決算での実績ということでお示しください。よろしくお願いします。  

〇環境政策課長  電力の契約につきましては、先ほど御答弁させていただいたとお

り、各施設所管課のほうに可能な限り環境に配慮した電力を調達してくださいとい

うことで御協力のお願いをさせていただいているところですが、皆様御存じのとお

り、ウクライナ情勢を踏まえて燃料費が高騰して、いわゆる新電力会社も電気料を

値上げせざるを得ないといった状況の中で、入札が不調に終わるケースも出ており

ます。そういった場合には事業継続ということから、東京電力の最低保障でしたか

な、で契約をしていただいておるところです。ただ、環境部としましては、やはり

2050年のカーボンニュートラルを目指す上では、引き続き各部署に可能な限り環境

に配慮した電力の調達をお願いしていく考えでございます。以上です。  

〇助川  こちらよろしくお願いいたします。毎年のことになると思います。あと、
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各部署にはあえて聞きませんけども、各部署におきましてもこの環境部からの通達

というか、話は出ていることかと思いますので、それを踏まえて見直しというもの

をお願い、ここでは経済産業部、土木であったりとか、都市部等ありますけども、

よろしくお願いいたします。  

 環境部のほうで今度ソーラーパネルの話で、様々な形でのソーラー発電あると思

うんですけれども、このソーラーパネルの処分に対する指針といいますか、当然こ

れ大きな災害があれば、それが流出するとそれは大きな環境問題になるものであろ

うかと思うんですけども、こういったソーラーパネルの例えば水害であったりとか

様々な災害に対する対応、処分に対する指針であったり、その辺はどのように捉え

ていらっしゃいますでしょうか。  

〇環境政策課長  太陽光発電設備、太陽光パネルについては、おおむね15年ぐらい

が耐用年数ということで考えられておりますが、これから恐らくその耐用年数を経

過した太陽光発電設備、パネルがどんどん出てくるのではないかと捉えております。

その処分などに関しては、国のほうが今検討委員会のほうを設けて、いろいろと議

論を進めているところですので、そういった動向を注視しながら、あと環境部内で

産業廃棄物対策課と連携を図りながら、その処分方法の指針などは検討していきた

いと考えております。以上です。  

〇助川  ゼロカーボンを2050年に目指す宣言をされたと思うんです けれども、ソー

ラーパネルはつけるべきだということで、見えない場所に、森林を切り開いて、野

原を切り開いて大きなソーラーパネルをつけることによって、それが健全なエネル

ギーだから使うべきだという方向にいくのは、私これ環境問題からして大きく違う

と思っています。特に注目していたのが福島市でしたか、ノーモアメガソーラー宣

言というのをされたかなと思うんですけども、今まで景観豊かだったところを切り

開かれて、メガソーラーがつけられて、それをソーラー発電として使うことによっ

て、環境に配慮した電気を私たちは使っていますよというふうに思い込むことに私

は大変危険を感じていることと同時に先ほどあった廃棄の問題が 2040年問題という

形でたしか出されていたかなと思うんですね、廃棄の話の中で。といったところで

は、私ソーラーパネル等を屋上につけたりとか、様々な形で使うことには賛成なん

ですけれども、環境を破壊するソーラーパネルの設置というのは反対する、しっか

りと検討しなければ民間にどんどん、どんどんと侵されてしまって、環境が壊れて

しまうという方向に思いますので、ソーラーを推進するに当たって、やはり廃棄す

るということをしっかりと前提として踏まえてどうあるかというのを考えた上で今

後のソーラーパネルの計画というのは、ゼロカーボンを示す中で、ゼロカーボンを

示すからソーラーにつけるというふうな議論にいくというのは、これ私大変危険だ

と思いますので、今のうちからそこはよろしくお願いします。意見というふうに踏

まえ、意見で、もしあればお答えだけ。  

〇環境政策課長  今委員おっしゃったように、これから 2050年を目指してカーボン

ニュートラルを目指していくためには、再生可能エネルギーを導入していく必要が
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あるということで考えているところではありますが、その一方でやはり環境部、生

き物の多様性を担保しなければならないというところで、今ある緑を壊してまで太

陽光発電設備を設置していくことはなかなか難しいというように理解しております。

ただ、その一方で柏市の再エネというと、立地的にやはり風力であったりとか、そ

ういった発電はなかなか望めないので、太陽光発電設備に頼らざるを得ないかなと

いうふうには考えておりますが、今現在改定作業を進めております第三期柏市地球

温暖化対策計画、この中でもどうやって再エネを普及していくかということは、環

境破壊につながらないよう十分検討しながら、計画の改定作業を進めていきたいと

考えております。以上です。  

〇助川  よろしくお願いいたします。  

 それから、商工振興課のほうに行きたいと思うんですけども、昨年度の決算の中

で、ページ数ちょっと見ながらですが、多分皆さん分かると思うので、コロナ対策

に対する事業というのを多々やってきたかと思うんですけども、この中で特にこれ

は効果があったというものはどれだったのかをお示しいただけますでしょうか。  

〇商工振興課長  昨年度実施いたしましたコロナ対策事業の中で主な柱といたしま

してはキャッシュレス決済ポイント還元事業、それからチャレンジ支援補助金事業

を実施させていただいております。まず、キャッシュレス決済ポイント還元事業に

つきましては、事業費、委託費含めまして 10.2億の支出に対して、市内の決済総額

60億ということで、約 6.1倍の経済効果があったものと承知しております。また、チ

ャレンジ支援補助金につきましても市内事業者の新たなチャレンジを応援するとい

うものでございまして、こちらが合計で 238件ということでございました。内容につ

きましては、ＤＸ、スタートアップ支援、消費喚起等多岐にわたっております。こ

うしたことを受けまして、地域経済の活性化に努めてきたところでございます。そ

の成果といたしまして、今年度柏商工会議所が発表しております柏の経済状況、Ｄ

Ｉ値でございますが、３月から７月まで連続してプラスとなっております。引き続

き市内事業者の経営状況、経済状況を見ながら、適切な支援を行ってまいりたいと

考えております。以上です。  

〇助川  今のが決算書の414ページの部分で間違いないでしょうか。新型コロナウイ

ルス感染症対策事業というところですかね。この12億 8,112万 5,485円というところ

の説明で間違いなかったでしょうか。  

〇商工振興課長  御指摘のとおりでございます。以上です。  

〇助川  今説明あったキャッシュレス決済ポイント還元事業、こちらの一般財源分

と補助金分、どのようになっていたのか、お聞かせください。  

〇商工振興課長  こちらにつきましては、コロナ対策の臨時交付金で全額賄ってお

ります。以上です。  

〇助川  分かりました。これ感染症対策事業ということで行ってきたと思うんです

けども、今年度以降継続して行っていこうというものはちなみにあるんでしょうか。 

〇商工振興課長  コロナ対策ということで創設いたしましたチャレンジ支援補助金
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につきましては、令和２年度から４年度までの間で累計 439件の採択を行ったところ

でございます。市内事業者の新たなチャレンジを応援する仕組みとして、他市から

も様々な形でお問合せをいただいていることから、恒久的な制度として令和５年度

新たに予算措置をしたものでございます。以上です。  

〇助川  分かりました。その後決算書 415ページの手賀沼花火大会の代替のイベント

補助金の 1,476万円、これどんなイベントだったのか、お聞かせください。  

〇商工振興課長  手賀沼花火大会につきましては、コロナあるいはオリンピック・

パラリンピックの開催によりまして初の３年連続の中止となりました。ただ中止と

するだけではなくて、令和４年度につきましては少しでも夏の風物詩である花火を

楽しんでいただこうということで、オンラインで御覧いただけるおうち花火事業を

実施したところでございます。こちらはライブ配信を行いまして、6,177名の方に御

視聴いただきました。こうした取組が今年度のガバメントクラウドファンディング

による手 賀沼花火 大会４年ぶ りの開催 の 応援 930万円 にもつな がったも のと 承知し

ております。以上です。  

〇助川  分かりました。  

 そうしましたら、農政のほうに若干入るのかな、アグリビジネスパーク事業につ

いての成果といったものはどういったものが出ているのかをお聞かせください。  

〇農政課長  アグリビジネスパーク事業につきましては、こちら農業を中心としま

した都市部と農村の交流事業を図るものでございます。実際的には道の駅を中心と

しまして、道の駅に来られた方だけではなく、周辺の施設、手賀沼フィッシングセ

ンターであるとか、鷲野谷の交流拠点、また周辺の公園ですとか、手賀沼周辺の地

域で回遊して、楽しんでいただくという形で目指して、行ってきている事業でござ

います。昨年度につきましては、こちらのほう水辺の拠点と位置づけております手

賀沼フィッシングセンターにおきましては、年間を通じて手賀沼に来た方、道の駅

で御案内をして楽しんでもらうという形でテガヌマウイークエンド、ヨガをやった

り、ＳＵＰをしましたり、スタンプラリー的なものをやったりという形をしてまい

りました。一方でまた農業という形で、こちらのイベント的にも行ってまいりまし

て、小中学生向けの稲刈り体験事業であるとか、また道の駅で出荷している農家さ

んの畑の作業をして、その収穫したものを道の駅で販売するといった交流事業を行

ってまいりました。以上です。  

〇助川  道の駅、これは先ほど市場のほうの検討の話はあったと思うんで、やっぱ

り北部というのはかなり敷地が狭い部分の中では、さっき道の駅の可能性というの

はかなり限定されてしまうのかなというところで、今後の方向性については期待し

ているところなんですけれども、沼南のほうはさらなる期待をしているところです。

幾つか道の駅を見てきた中で、特に川場の道の駅というのは全国的に有名かと思う

んですけども、あそこ実際に行って、じゃそこまで大きな魅力を持った集客力を持

っているかというと、実際そこまでのものではない。ただ、発信力の強さというの

はあると思うんです。それは、広大な敷地の中に多くの物産が入って、おいしいも
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のがたくさんそろっていて、観光拠点としてなっていると。そういった中では、道

の駅しょうなんには大きく期待しています。隣に温泉施設があって、手賀沼があっ

て、少しサイクリングができて、フィッシングセンターであったり、歴史的な景観

も見学できるエリアがあって、これ今は柏の話なんですけれども、やはり広大な敷

地を巡るような、そういった体験型の道の駅というのは、これから大きな広がりを

見せると思っているんですけれども、我孫子との連携、やはりその中では我孫子と

の連携は絶対欠かせないと思うんですね。例えば水の館であったりとか、そういっ

た我孫子との連携の協議というのは進めているんですか。  

〇農政課長  委員から御質問のありました手賀沼周辺につきましては、現在もやっ

ぱり手賀沼全体、おっしゃるとおり、柏市と我孫子と印西とまたがっております。

こちらのほうは、もちろん行き来する方に柏だけが来てほかが盛り上がらないとい

うことはないようにしていまして、話を聞いたところによりますと我孫子市のあび

こんの水の館の直売所も、道の駅のてんとが新設オープン、令和３年12月にオープ

ンしましたけども、その後も相乗効果でお客さんが増えたというようなことを伺っ

ております。また、小中学生向けのプログラムで手賀沼スクールヤードという事業

を昨年もおととしも行ってまいりました。これは、コロナ禍において遠くへ行かな

くても学校で、地元柏で収穫体験とかできるよという形で、これも手賀沼の事業協

議会が行っているものでして、この辺も柏のみならず我孫子のフィールドも使いな

がら連携して、各施設、それから資源の魅力を併せて体験していただくということ

も進めております。以上です。  

〇助川  道の駅、これからも期待していますので、また取組頑張ってください。  

 あとは、最後のほうになりますけれども、若干決算とすればいいのか悩むところ

なんですけども、柏駅前の中心市街地の活性化という中で様々な計画がたくさん出

ていると思うんですけども、当然都市マスタープランの話は今回出ていましたけれ

ども、中心市街地の活性化基本計画だったり、まちづくり10か年だったりとか、６

国プロジェクトだったりとか、未来検討委員会だったりとか、グランドデザインで

あったりとか、様々、様々出ているんですけども、これをそれぞれ分かりやすくつ

ながりを示していきつつ、柏市がやることで民間と一緒にやること、民間の要望と

して受け入れるものと、それから民間の話だったり、商工会議所であったり、経済

団体が示すものだったりというところで、これしっかりと整理するものというのは

今進めているんでしょうか。その辺の計画の整合性といいますか、その辺答えられ

なければ、一般質問的になっちゃうので、答えられるようなものがあればお示しく

ださい。  

〇中心市街地整備課長  過去様々な計画があったと、委員の御指摘のとおりですが、

例えば中心市街地活性化基本計画は、もう計画期間が終わって所管がないという状

態です。 10か年計画についても今８年目を迎えておりまして、 10年迎えるに当たっ

ては評価をしながら、それを公表していって、どうあったかというところを検証し

ていくことになると思います。そういったところでは、これまでは計画が複数重な
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っていたものが大分すっきりしてきたというところもあって、都市計画マスタープ

ランの見直し含めて、そういったところの位置づけを整理して、まずは今年度公表

した柏駅東口未来ビジョン、これを実現するように市としては頑張り続けて、併せ

て、ある意味民間の組織となりますが、ＵＤＣ２の活動としてはグランドデザイン

の実現に向けて様々協力し合いながら、市だけの計画であれが動くわけではないの

で、民間のビルの建て替えも含めて、ＵＤＣ２の活動としてその情報をキャッチし

ながら、様々相乗効果を得て進めていくものと認識しております。以上です。  

〇助川  そういった中で、この都市マスタープランのほうについてはかなり期待し

ているところと、一回それでしっかりと整理されることを期待しているところでご

ざいます。特に柏駅前というのは、皆さん当然御存じのように柏の葉との大きな違

いは多くの地権者がいて、多くの方々が入って仕事をされている、商売をされてい

る、暮らしていらっしゃるというところでの土地の利活用についての議論というの

が多々出てくるかなと思うので、そこの整理というものを私はそごうの跡地の活用

であったりとかそういうところで期待しているところですので、そこをしっかりと

整理していただきたいというところでございます。ちょっと１点だけ、今後の予定

の中で商圏調査ってこれいつ今度やられるんでしょうか。たしか５年か何年かごと

に１回あったと思うんですけども、お願いします。  

〇商工振興課長  商圏調査につきましては、商工振興課のほうで実施しておりまし

て、前回令和３年度に実施いたしました。今後５年に１回ということでございます

ので、令和８年度に予定しております。以上です。  

〇助川  最後ですけれども、商圏調査、私が議員になったときというのはまだＴＸ

がついたばかりで、たしか商圏のほうも野田であったりとか、この近隣からも多々

柏に来ていた時代だったかなと記憶しています。その後、多分越谷のほうにレイク

タウンができたり等なって、野田の人たちもそっちに行ったり等で、商圏が大きく

変わってきているなというのは、これ毎回見ていると実感できるところで、令和３

年のときの商圏の特徴というのだけちょっとお聞かせいただければと思います。こ

れで最後といたします。  

〇商工振興課長  商圏人口につきましては、実は市域につきましては令和３年度に

新たに船橋市と八千代市が加わりまして 18市３町となりました。エリアは広くなっ

たんですけれども、その分第一次商圏、第二次商圏というような、いわゆるお買物

に来られる方の頻度、これは減っておりまして、第三次商圏が広くなっている。あ

るいは、委員御指摘にありましたつくば市等が商圏外になったというところがござ

います。いずれにいたしましても、東葛エリア、それから茨城県南部等からも多く

の方々がお越しになる商圏ではございますので、引き続きこの商圏の維持、拡大に

向けて、魅力ある商業の発展に向けて事業者支援を進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。  

〇環境サービス課長  先ほどのごみゼロ運動についてでございますが、令和４年度

36団体が参加し、延べ人数１万 3,975名でございます。ごみの総回収量は6.8トンで
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ございます。以上でございます。  

〇橋口  報告書の97ページ、ごみ出し困難者支援収集事業とあるんですけども、申

請数が 280件ということで、これたしか令和２年の 10月からですか、始めていると思

うんですけども、増減というか、どんな感じで増えてきているのか、お聞かせくだ

さい。  

〇廃棄物政策課長  利用者数につきましては、令和２年度に 70件、そして令和３年

度に103件、そして令和４年度が 107件で、合わ せて280件ということになりますので、

年度ごとに増えつつあると、そういう状況でございます。以上でございます。  

〇橋口  他市でも同じ取組をしているところちょっと調べさせてもらったんですけ

ども、 1,000とか 2,000とか相当数増えているところもあるんですね。今後多分柏市

でも毎年だんだん、だんだん増えてくると思うんですけども、増えてくるというこ

とを考えた上で、その体制強化ですよね。その体制強化するには、どんな課題があ

るのか。課題等あればちょっとお聞かせください。  

〇廃棄物政策課長  体制につきましては、今現在市の直営の職員で、現業労働職員

で行っているという状況がございますが、実は現業労働職員は御存じのとおり退職

者不補充ということで、今後徐々に減る見込みというところがございます。そうい

った意味でもこのごみ出し困難者支援収集を体制を維持していくというのは私ども

も課題というふうに捉えております。どういう方法で体制を確保するのかというの

は、今後その在り方については検討はしていくところではございますが、他市の例

を見ますと委託という形を取っているところもありますので、一つそういったとこ

ろも参考にしながら、今後の在り方を検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。  

〇橋口  職員だけだとかなりの負担がこれから増してくるので、厳しいとは思うん

ですね。見守りなんかも含めて、福祉部門との連携みたいなものは行われているの

かどうか、お聞かせください。  

〇廃棄物政策課長  見守りという形で申し上げますと、都度都度チャイムを鳴らし

て安否確認みたいなことはしていないんですが、仮に予定していた日に行ってごみ

が出されていないときについては、チャイムを鳴らして安否の確認をするというよ

うなことでは取り組んでおります。以上でございます。  

〇橋口  次に、報告書の105ページですね。商工振興費ですね。コロナ禍での融資の

返済ができないとか、ゼロゼロ融資の借換えが苦しくてできないと、そういう中小

企業の経営者からの声もあるんですけども、柏市内のその現状把握というのはでき

ているんでしょうか。  

〇商工振興課長  例えば融資の返済ができず、信用保証協会において代位弁済を行

った件数が一つの指標としてはあるかと思います。令和元年度から３年度につきま

しては１件ずつでございました。令和４年度につきましては、これが２件に増えて

おります。今後もしっかりと融資が滞りなく進むように、また市内事業者の資金繰

りがしっかりと進むように注視してまいりたいと考えております。以上です。  
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〇橋口  借換え制度の情報については、あまり明確ではないという声もあるんです

ね。本来は金融機関がやるべきことだとは僕も思うんです。でも、金融機関も民間

ですので、数十億という単位の金額と 1,000万とか 100万という単位の金額と、要す

るに紙ベースで全く同じもの提出しているんですよね。そうなってきたときにどっ

ちを民間というか、金融機関は取るかということになってきちゃうと思うんですけ

れども、そうなってくるとやっぱり柏市、行政のほうがその辺は負担をしていくと

いうのが僕正しいことだと思っているんです。情報提供については、どんなふうな

形で取り組んでこられましたか。  

〇商工振興課長  柏市と市内金融機関につきましては、今年度コロナ前から中断し

ておりました金融機関と市役所の意見交換会、これを実施させていただきました。

また、この10月１日にはセーフティーネット４号認定が国から延長されるという通

知が来た際に、借換えについては引き続き国のゼロゼロ融資等の低利の融資が実施

できるというような情報もございましたので、そちらにつきましては市内金融機関

に情報共有の上、市内事業者の円滑な資金繰りについて協力を求めているところで

ございます。以上です。  

〇橋口  はやり言葉のようになっているんですけど、伴走型の支援ということで、

柏市として中小企業に対してこの伴走型の支援、具体的にどんな対応をしてきたの

か。伴走型の支援についての取組をお聞かせください。  

〇商工振興課長  令和４年度もコロナ対策として予算をお認めいただいたものの中

に、市内事業者に対する無料相談の実施というものを行っております。これは、商

工団体と連携して、中小企業診断士等の専門家が無料で市内事業者の方々の経営相

談、資金繰り相談、それから補助金の申請等に係るサポート、こういったものを幅

広く受けられる仕組みとなっております。こちらにつきましても令和４年度までは

コロナ対策として実施しておりましたが、市内事業者の方々からのニーズがござい

ましたので、令和５年度から一般財源事業として恒久化したものを継続していると

ころでございます。以上です。  

〇橋口  次に、報告書の120ページ、先ほどもちょっと議論があったシルバーパスの

導入検討についてなんですけども、導入の検討ということは将来やっていくんだと

いうふうに私は考えるんですけども、その視察内容というのはどんなものだったの

か、聞かせてもらえますか。  

〇次長兼交通政策課長  まず視察先につきましては尼崎市、堺市、富山市、金沢市

という４つの都市を視察しております。そもそもこの視察先を選んだ内容といたし

ましては、１回乗る当たりに 100円引きで乗れたりとか、もしくは 100円で乗れる、

あとは定期券を買うときの補助をしているとか、様々なやり方があるんですが、そ

ちらのやり方を１つずつ見ていきたいということで、その事業を導入しているとこ

ろを選択して視察をしております。内容といたしましては、どういった運用をして

いるかとか、市の体制がどんな感じの体制で事業をやっているかとか、年間予算、

利用者数、地域の声としてどういう感じだったのかとか、そういったところを現地
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を直接見て、調査してきたというところでございます。以上です。  

〇橋口  そうしますと、いつか導入するということで、例えばいつと言えないのか

も分かんないんですけど、大体いつぐらいを目指して導入については考えているの

か、お聞かせください。  

〇次長兼交通政策課長  ＩＣカードを利用してということで導入するということに

なりますと、システムをつくったりというところでも非常に時間とお金がかかると

いったところではございますので、先ほどもちょっとお話しさせていただきました

が、紙媒体で何かできるところが、市川市なんかで導入するという情報もネット情

報では聞いておりますので、そういったところの視察もしながら、早期にやってい

けることを、まず市としてできることに着手していきたいというところで考えてお

ります。  

〇橋口  できるだけ早期の導入をお願いします。  

 あと、決算書の 463ページ、先ほど市営住宅管理事業について質 問ありましたけれ

ども、私のほうからも、先ほど全戸数が 832戸でというふうな御答 弁だったんですけ

ども、これは住まわれている方の数なのか、それとも全体的な数なのか、お聞かせ

ください。  

〇住宅政策課長  832戸のうち 150ちょっとぐらいが、空き家になっています。住ま

われている方は、ちょっと今ばしっと数字は出ないですけど、630ぐらいの方が住ま

われているという状況です。  

〇橋口  向原住宅の件なんですけども、今現状半数ぐらいの方しか入居できていな

いんですね。それで、前だったら皆さんでお金出し合ったりして、草刈りなんかの

費用というのは分担してやっていたんですけども、今住まわれている方が半数で、

ちょっと前までは何とか自分たちで草刈りをやっていたと。でも、高齢者が本当に

増えてしまって、それが現実なかなかできなくなってきたと。民間にやってもらう

となってくると、今いる半数の人たちだけでお金出し合っていくというふうに今な

っていると思うんですね。市の担当の方にもお願いして、何とかできないかという

ことをお話しさせてもらっているんですが、それはやっぱり定款で書いてあるので、

なかなかできませんよと。ほかの市営住宅もあるので、そこだけというのは難しい

ということはお伺いしているんですけども、現実問題として半数の方たちが出し合

ってやっていくというのは厳しくなってきているんですね。だから、再度何か検討

というのはしてもらえないでしょうか。  

〇住宅政策課長  向原団地の件、管理人さんからも直接御相談をいただいておりま

す。24戸のうち 13戸しか住んでいないというようなお話もいただいています。そん

な中で、市としてはやはり入居率を上げたいというふうに考えておりまして、向原

団地非常に古いんですけど、多少お金を多くかかってはしまうんですけど、入居率

を上げて、皆さんで共益費を負担していただくというようなことを考えて進めてい

るところです。あわせて、こちらからの提案として、草刈りが大変だというお話が

ありましたんで、防草シート、安い業者というわけにはいかないですけど、適正な
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業者を紹介して、管理組合さんでどうですかというようなこともお話を差し上げて

いるという状況です。以上です。  

〇橋口  確認なんですけども、先ほどの御答弁からすると、だんだん減らして最後

はみたいな話だったと思うんですけども、向原に関しては増やしていくんだという

ふうな今御答弁だったんですけど、その辺はどうなんでしょうか。  

〇住宅政策課長  廃止をするといいますのは、いずれ廃止はマストだと思います。

老朽化していきますので。それが 10年先なのか、20年先なのか、例えば20年先であ

ったら、今から人数を減らすということではなくて、しばらくの間は募集をかけて

いって、お住まいになっていただくと。はっきり言うと廃止の時期が決まった段階

で、募集を停止するであるとか、同じような市営住宅にずれていただくとか、そう

いった対応はせざるを得ないと思います。現段階で向原を人数を絞っていくという

考えは持っていません。以上です。  

〇橋口  ありがとうございました。  

〇委員長  それでは、暫時休憩いたします。  

              午前１１時５７分休憩  

                  〇            

              午後  零時５７分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。  

〇上橋  午前 中 もほ か の委員 も 質問は さ せてい た だ いた決 算 書 463ページ の 市営住

宅のことだったかと思いますが、お願いいたします。  

 市営住宅のところで修繕と、需用費と修繕とかとあるんですけれども、金額は書

かれているとおりなんですが、この修繕というのはどの団地で、どんな修繕したの

かということ教えていただけますでしょうか。お願いいたします。  

〇住宅政策課長  どこの団地というのが今すぐはちょっと出ないんで、すみません、

少しお時間を下さい。  

〇上橋  分かりました。ありがとうございます。この修 繕って今日は実績は、すみ

ません、急に振ってしまったかなとは思うんですけども、例えば塗装するとか、そ

ういうところもやっぱりそういう修繕に該当するんでしょうか。  

〇住宅政策課長  修繕、大規模な修繕、要は長寿命化に対しての修繕と、それから

入居を行うための部屋の修繕、両方あります。ここの項目については、部屋の修繕

を意味しています。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。では、塗装とかという のは修繕というところとは

別の項目になりましょうが、私もちょっと未熟で恐縮なんですけれども、例えばそ

ういう費用とかというのはどこに該当するのか教えていただいてもよろしいですか。

すみません。  

〇住宅政策課長  その下のところに、設計、監理、調査の下に工事費、外壁、屋上

防水改修工事 7,600万、これが大規模工事に該当します。  
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〇上橋  ありがとうございました。私がちゃんと読めて いなくて、教えていただい

てありがとうございました。今朝田口委員が最初に話されていたところとも絡んで

はくるのですが、これからの短期的、長期的かは橋口委員もおっしゃっていました

ように別として、統廃合的に団地を集約していくという方向で、根戸だったり、高

野台というところもおっしゃられていたんですけれども、今根戸も高野台とかも修

繕工事とかしたりしているんですけれども、仮に統廃合とかするんでしたら、そう

いう手をかける必要あるのかとか、そういうところを思ってしまうのですが、それ

についてお答えお願いできますでしょうか。  

〇住宅政策課長  市営住宅、耐用年数をおおむね70年程度というふうに、コンクリ

ートＲＣの建物の耐用年数70年と見たときに、最低限でもあと 13年程度はある。今

年度高野台改良住宅の大規模修繕を進めていますけど、今やって、それが最後の修

繕になるというふうに考えているところです。以上です。  

〇上橋  分かりました。ありがとうございます。今後に ついては、また別途の機会

で、一般質問になるかもしれないので、別途の機会でと思います。  

 では次に、決算報告書の91ページ、エコハウスのこととか、これもまた今朝も出

てきたことでもあったりはするんですけれども、エコハウス補助のこととかで、千

葉県の促進補助プログラムとかの終了に伴って、今朝もあったソーラーパネルとか

単独についての補助は終了したということもあるんですけれども、今後京都とか東

京がこれからやるとかだったり、まだ事例は少ないんですけれども、太陽光発電設

備、ソーラーパネルとかの新規住宅への義務化の流れが来ると思うんですけれども、

そうなったときにはやはり私も太陽光パネル単独でも補助は再開すべきではないか

と思うんですが、それについてのお考えお聞かせいただけますでしょうか。  

〇環境政策課長  太陽光発電設備の補助メニューに関しては、やはり議会の場面で

も様々な議員の皆様から復活をしてもらいたい要望をいただいております。午前中

も申し上げましたが、第三期柏市地球温暖化対策計画の見直しを現在進めておりま

す。この計画見直しの中で、新たな柏市としての削減目標が示されていくこととな

りますが、この削減目標達成に向けては、やはり太陽光発電設備を柏市域全域に普

及するための施策も必要であるということは当然考えておりますので、今後の見直

しの中で補助制度の拡充を図っていきたいと考えております。以上です。  

〇上橋  ありがとうございました。私も期待しておりま すので、引き続きよろしく

お願いいたします。  

 では次に、決算書 349ページのところで、保健衛生の環境衛生費 の右のほうである

例えば路上喫煙防止のパトロールとかだったり、駅周辺のポイ捨てごみ清掃委託と

いうことで、それについての人件費とか処理費用とか、そういうふうな総額の内訳

になりますでしょうか。お願いします。  

〇環境サービス課長  大きく分けて２つございます。まずはパトロールの委託業務

です。こちらについては、委託料として計上しておりますのは指導員のほかに補助

員といってシルバー人材センターに人を出していただく委託料でございます。こち
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らについては、２名出していただいて、おおむね300万円前後でございます。そのほ

かに２本目として、環境美化といって駅前でごみを拾うものです。こちらについて

もシルバー人材センターに委託料を計上してございます。以上でございます。  

〇上橋  ありがとうございます。この委託しているのは 、例えば柏駅とか、そうい

うパトロールだったり、清掃委託エリアを教えていただけますでしょうか。  

〇環境サービス課長  まず、パトロールなんですが、柏駅を中心としますが、それ

以外の駅も全てパトロールはしてございます。あとは、美化、ごみ拾いですね、こ

ちらについても駅全域ですが、基本的にはやはりパトロールもごみ拾い、美化活動

も柏駅を中心としてございます。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。そういう内容で依頼し ているということで、あと

その委託ということで決算的なところは分かったんですけれども、実際のところあ

まりパトロールしている方を見受けないような印象を受けたりして、現実として先

般も一般質問とか質疑、質問のときでも喫煙所のこととかでの答弁の質問に対して

柏市はやはり禁煙を市民には路上では喫煙しない、禁煙する方向でいっているとい

うふうなお示し、答弁があったんですけれども、実際にそれでもそういうパトロー

ルの人とかがあまり機能していない印象があって、実際路上でたばこを吸っている

人いろんなところ見かけている現実があるんですが、そこのギャップがあると感じ

るんですけど、それについてお話をお願いできますでしょうか。  

〇環境サービス課長  路上喫煙防止パトロールでございますが、指導員２名と補助

者２名、計４名が２人ずつ１組になって、１回につき２ルートで回ります。平日に

ついては５日、そのうち何曜日とは申しませんが、勤務時間でいうと朝７時から早

朝パトロール、もう一つは夜８時までの夜間パトロールというのをその週５日のう

ち２日行ってございます。また、ＦＡＱ等々で寄せられる苦情の地域も重点的にパ

トロールをしております。なかなか見受けられないというお話は頂戴するんですが、

２班体制で早朝と夜も含めて、平日は通常３日になりますけども、パトロールは実

施しておるところでございます。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。これは、でも委託業者 とかもっと依頼をするとい

うところもあると思うんですけど、増員とかはやはり予算的に、今後増やすとかと

いうのはできそうなんでしょうか。見込みありそうなんでしょうか。  

〇環境サービス課長  実は、この制度は平成 17年からできておるんですが、まず 30年

度から増員をいたしました。当初は指導員２名で回っていたところを30年度から補

助者をつけて、しかも指導員２名のときには２名１組で要は１ルートを回っていた

のを補助者をつけて２名１組で、なので２ルートを同時にするようにしております。

今後も、ちょっとこれ予算要求になるので、通るか、通らないかは別にして、その

ような人員増とか、または時間の増とかというのには対応してまいりたいと思って

おります。以上です。  

〇上橋  ありがとうございます。私も期待しております。よろしくお願いします。  

 あと、もう一つ、決算報告書の 96ページ、 97ページとかその辺りのごみのリサイ
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クルのところなんですけど、旧柏地域、ピンクの袋、可燃ごみでよろしかったかと

思うんですけど、沼南地区でいう燃えるごみ、両方これ入っているわけなんですね。

学校の給食室とかだったり、例えば道の駅しょうなんとか、そういう施設から出る

のは業者の事業ごみということでよろしいですか。まず、お願いします。  

〇廃棄物政策課長  民間の施設から出るものにつきましては、事業系の廃棄物とい

うことになります。以上でございます。  

〇上橋  ありがとうございます。この総量のうち、残飯 とか食べ物のかすとか、そ

ういう生ごみに該当するものって分かったりしますか。  

〇廃棄物政策課長  家庭系の可燃ごみというのがあるんですが、これに含まれるま

ず生ごみの割合ですが、柏市につきましては 30％程度と言われています。今お尋ね

の 食 品 ロ ス と い う こ と だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 こ う い っ た も の に つ き ま し ては

10％程度というふうに試算をしております。以上でございます。  

〇上橋  私の言葉足らずで、フォローありがとうござい ました。食品ロスが 10％ぐ

らいということで分かりました。  

 では、もう一つ、次、別のタイプのごみなんですけども、例えば介護施設だった

り、保育所とかだったりで出るおむつとか、そういうごみって分かったりしますで

しょうか。お願いいたします。  

〇廃棄物政策課長  個別のおむつがどれぐらい出ているのかとかというところまで

は把握はしておりません。以上でございます。  

〇上橋  ありがとうございます。突然のあれだったので とは思うんですけども、私

が例えばおむつということだったり、食品ロスとかというところに特化したのは、

そういうごみの総量を減らすという方向でいきたいというところは今日の委員会だ

ったり、もちろん私が議員になる前からも何度もそういう議論、要望とかあって、

分かっているとは思うんですけれども、例えば柏市にごみをバイオマス化してエネ

ルギーとかに、ちょうど今朝もテレビでやって、口頭で話してあれなんですけれど

も、そういうものをリサイクルして今度お湯を沸かすのにするとか、そういうリサ

イクルしてごみを減らすという動きの話あったりするんですけど、柏市のその辺の

動きとか、今後のこととかってお話しいただけたらと思うんですが、お願いできま

すか。  

〇廃棄物政策課長  例えば食品ロス等も含めて、生ごみも含めて、どういうふうに

資源循環を進めるのかというような御質問だと思うんですが、昨年度末に策定いた

しました柏市一般廃棄物処理基本計画というものがございますが、この中で次期清

掃施設の在り方検討ということで位置づけております。その中で、今後は生ごみを

活用したメタン発酵発電、こういった新たなエネルギー施設の導入についても検討

していくということとしております。以上でございます。  

〇上橋  ありがとうございます。期待しております。引 き続きよろしくお願いいた

します。  

 あと、これも助川委員が今朝言われたこととまた重複ではあるんですけども、ソ
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ーラーパネルとかにまた特化してしまうんですが、そういうもののごみが出てきた

ときに、それも分離するリサイクル技術とか、ガラスとかシリコン、太陽光発電設

備とか、その分離する技術とかを使えばごみの総量減らして、ひいては決算、予算

の減額に寄与していけるんじゃないかと期待もするんですけども、その辺どうでし

ょうか。  

〇環境政策課長  太陽光発電設備、パネルが寿命を迎えたものに関しては、廃棄も

そうですけども、リサイクルできるものに関してはリサイクルできるよう、今後の

技術革新などに注視しながら、引き続き研究を進めてまいりたいと考えております。

以上です。  

〇上橋  ありがとうございました。そういうところも私 も期待しまして、私自身も

もっと勉強したり、いろいろと教えていただきながら、ごみの減量とか、もちろん

ひいてはそれが決算、お金の有効活用にもつながっていったり、これからの社会で

必要な流れであると思っていますので、引き続きやっていただければと思います。

よろしくお願いいたします。ここで私終わりにさせていただきます。どうもありが

とうございました。  

〇住宅政策課長  すみません。先ほど委員さんから御指摘いただいた決算書の 463ペ

ージ、説明をさせていただきます。真ん中辺にあります修繕料 56万 978円につきまし

ては、宿連寺団地、これは部屋のリフォームではなくて、たてどいが腐っていたも

のを改修したものです。それが宿連寺団地で 56万円ということになります。リフォ

ームについては、下から５行目にあります小規模工事、1,000万ちょっとの金額があ

りますけど、これによって15件のリフォームをやっています。その内訳については、

根戸団地、塚崎団地、東十余二団地、北柏団地改良住宅、それらのリフォームを行

っております。すみませんでした。以上です。  

〇上橋  情報ありがとうございました。私終わりにします。ありがとうございます。  

〇岡田  それでは、決算報告書に従って質問を何点かさせていただきます。まず最

初に、120ページのシルバーパス導入検討です。これ既に何人かの 委員質問している

件なんですけど、まず今回この予算がつけられて視察を行ったということで、視察

の成果があったか、なかったか、あったとしたらどういった成果かということをお

聞かせください。  

〇次長兼交通政策課長  今回の視察で成果といたしましては、やはりシルバーパス

を実際に使っている現場を見て、その有効性といいますか、住民の方、市民の方が

どんな形で使っていらっしゃるかというのを見れたというところで、その活用につ

いては肌で感じられたというところが一番大きなところだと思っております。その

ほかに、やはりインターネットの情報だけでは分からない市の執行部の執行体制で

あるとか組織体制、人員配置であるとか、そういったところで実際その事業として

回していく上では必ず検討しなくちゃいけないところ、こういったところが調査で

きたということが非常に大きかったと感じております。以上でございます。  

〇岡田  これも先ほどから何回かお話出ているかもしれないんですけれども、昨今
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視察といえば報告書ということで、そういう報告書はあるのかというところを大変

問われる話なんですけども、これ一般の市民の方というのは皆さんが行ったこうい

った視察というのの報告書のようなものというのは見られるんでしょうか。今回の

導入の検討の報告書も含めてという意味でございます。  

〇次長兼交通政策課長  今回の視察につきましては、事業を導入するための基礎資

料の収集ということで行っておりますけれども、今回特段報告書という形でホーム

ページ等で公開しているものはございません。以上です。  

〇岡田  最近本当に視察の報告書、予算を使って行くのであればということで、市

民の方から大変意見をいただいていますので、これはちょっと意見として述べさせ

ていただきました。  

 視察先については、先ほどどういった理由でこうした先進市４市書かれています

けども、この市を選んだかについてはお答えいただきましたが、ＩＣカードの導入

というお話だったんですが、私も一般質問の中で市川市のチケット制取り上げさせ

ていただきました。紙、チケットのようなものを媒体としたこういった制度を行っ

ている、導入している市町村への視察というのは行っていないのでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  当初視察先をやっぱり探すときに、紙でやっているそうい

った自治体を私ども視察したいなと思っておりまして、事前にいろいろやっている

自治体に電話で聞き取りとかいたしました。実は、先ほどもちょっとお話しさせて

いただきましたけども、地方に行きますと路線バスにパスモとかがついていないと

いう理由で紙を使っているという自治体が結構多くて、その自治体さんでも最近パ

スモを入れることになったので、もうパスモに切り替えますという、そういったＩ

Ｃカードに切り替えますという、昨今のＤＸ化の流れに乗っているかと思うんです

が、そういったこともございまして、実際参考にできそうな紙でやっていらっしゃ

る自治体が見つからなかったものですから、今回この４事例の中に紙のやつが入っ

ていないといったところでございます。  

〇岡田  先ほどの課長のシルバーパス導入の見通しについての返答、御答弁聞いて

いると、チケット制の導入については前向きというふうに捉えてよろしいのでしょ

うか。  

〇次長兼交通政策課長  チケット制になるか、シルバーパスのプラスチックか、紙

カードになるかとか、そういった要はシステムを使わないやり方というのが市川市

のほうでも導入されているということで情報いただいておりますので、かなり市川

市は大きな都市ですので、そういったところはどういうふうにシステムを使わない

で運用しているかというのをちょっと調査したいなと思っております。  

〇岡田  ぜひ検討していただいて、しっかりと視察等もしていただいて、よければ

すぐに導入していただきますようにお願い申し上げます。  

 続いて、デジタルサイネージについて伺います。これ設置事業者の補助金という

ふうに書かれているんですけども、240万円、これは設置事業者というのは誰になる

のでしょう。  
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〇次長兼交通政策課長  こちらの事業、柏駅東口のダブルデッキの上に路線バス２

社、東武バスセントラルと阪東自動車のバス、２社乗り入れていますけども、そち

らの時刻表と遅延情報を出すサイネージを設置したものでございます。もともとダ

ブルデッキの場合、階段を下りないとバスの時刻表が見れなかったりしますので、

下りていってまだ時間があるか、また上がってこなくちゃいけないという二度手間

になってしまいますので、そういったところをなくしたいというところと、バスを

利用される方はバス会社関係なくやはり時刻表を知りたいという、あとは遅延情報

を知りたいと思いますので、そこは東武さんと阪東さんで同じ仕組みの中で、１つ

のサイネージで情報を出すということでサイネージのほうを設置することといたし

まして、それに係る費用の一部を補助金として市から出させていただいたというも

のでございます。  

〇岡田  これは大変評判がよくて、やっぱり今課長おっしゃられたように下に下り

なくてもどこで何時に出発とか分かるので、大変よかったと、つけてもらってよか

ったという意見をいただいています。こういった取組については、引き続きよろし

くお願いいたします。  

 続いてが乗合旅客自動車運行事業についてです。ジャンボタクシーとカシワニク

ルというところだと思うんですが、これは決算額を見ますと前年度より約400万円ほ

ど増えているのかなと。この 400万円増の理由についてお聞かせください。 121ペー

ジですね。  

〇次長兼交通政策課長  金額が増えた理由といたしましては、昨年度ジャンボタク

シーの運行事業者が上半期で運行期間一回見直しをかけまして、下半期からプロポ

ーザルをかけまして、事業費のほう改めて見直しをしてございます。上半期は、１

日６万 5,000円補助、アッパーですね、６万 5,000円が上限で１日当たり補助をして

いたものを下半期からは７万 4,500円ということで、１日当たりの補助額の上限額を

上げてございます。そういったところが影響しているのかなというふうに考えてお

ります。  

〇岡田  私これ増えている原因が例えば利用者が増えている、もしくは利用する人

の頻度が増えたことで、要は実際に乗っている人が増えているので、増えたのかな

と思ったんですが、そういうことではないのでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  おっしゃるとおり、カシワニクルについては利用者がやは

り増えてございます。令和３年度で１万 555人、令和４年度で１万 1,508人というこ

とで、利用者数やはり伸びておりますので、そういったところでカシワニクルでは

支出については増えているというところで言えるかと思います。  

〇岡田  今カシワニクルに話が先にいったので、カシワニクルについての質問にな

りますけれども、ここも伺いたかったのは、まだまだカシワニクルって一部の人し

か何か知られていないような、私の感覚ではそういう気がします。そして、利用者

が増えているということですと、同じ人が何度も使っているのかなと。新規の利用

者というのは、果たして増えているのかなという疑問なんですが、そこについての
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御回答をお願いします。  

〇次長兼交通政策課長  詳細にどれぐらいの人数の方がお使いになっていらっしゃ

るか、実人数といいますか、それについて今ちょっと手元に資料がなくてお答えで

きないんですが、確かにヘビーユーザーの方がいらっしゃるのは間違いないと思い

ます。一方で年に数回しか使われない方もいらっしゃいますし、近隣センターとか

にこういったフライヤーは置いてあるんですけども、実際御覧いただいていない方

も数多くいらっしゃると思いますので、その辺はこういったカシワニクルについて

も利用者が増えてはいるところではあるんですが、やはりもう少し周知活動といい

ますか、ＰＲというのは積極的にやっていったほうがいいんじゃないかなというふ

うに考えております。  

〇岡田  今まさに言っていただきたいことを言っていただいたんですけども、利用

の地域とかも見直していただいて、少しずつ広げられたりとかして利用しやすいよ

うにしているので、やっぱり周知をもっとしていただければもっと利用者も喜んで

増えていくのかなと思っています。じゃ、ちょっとジャンボタクシーのほうに少し

戻りまして、ジャンボタクシーについては昨年度ルートの変更を一部行っていると

思うんですが、それによって利用者というのは増えているのでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  昨年度ルートの変更ということで、特に沼南コースにつき

ましては最長、一番長いルートで１時間 20分ぐらい乗っていたルートがあったんで

すが、非常に長く乗っていただかないと目的地まで行かないということで、ちょっ

と使いづらいということもございましたので、それをルートの再編をいたしまして、

ルートを短くしたことによって１日７便から８便に１便増やせたとか、あと特に高

柳からアリオまで行かれる方もいらっしゃるんですが、時間が７分短縮していると

か、そういったところで利便性のほうの向上を図れたのかなと思っております。こ

ういった変更をさせていただいたんですが、具体的にどれぐらい増えているのかな

というのは、まだちょっとデータを実は整理できていなくて、今年度少しこの結果

を整理していきたいなというふうに考えているところでございます。  

〇岡田  ちなみに、見直しの頻度というのは何か決まっているのでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  特に頻度というのは決めてはおりませんが、どこどこの施

設にバス停が、ルート上にどこどこにバス停があると使いやすいとか、そういった

御要望があれば、バス停が置ける場所であるかどうかという、そういう確認は必要

なんですが、そういった意味ではできるところであれば見直しというのは順次やっ

ていけるかなと思っております。ただ、抜本的なルート全体再編していくかという

話になってきますと、やはり運行ダイヤの話であるとか詳細に詰めなきゃいけない

問題が幾つもありますので、あとは運輸局の許可の話とかもございますので、ちょ

っと時間がかかりますので、それは何年かに１回やっているという感じになるかと

思います。  

〇岡田  やっぱり利用する場所と利用する場所を結ぶというのが、赤字にならない

ためにもそういったことも必要だと思っています。交通空白不便地域という、もち
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ろんそういう概念も必要ですけど、必要というか、それが根本にあるのもよく分か

っていますが、ただただいないところを走らせたり、行かないところを走らせても、

果たして本当にそれがいいのかというところはいつも疑問に思っています。ですの

で、ルートあるいはダイヤの見直しというのを皆さんが乗るという、乗ってもらえ

るというルート、あるいは乗ってもらえるような場所とダイヤを考えて見直しをし

ていただきたいと思っています。周知の方法については、後ほどの補正予算の中で

もまたデザインの内容について時間があったら触れさせていただきたいと思います。 

 続いて、102ページの若者の職業自立支援事業委託について移らせていただきます。

これ毎年行われている事業だと思います。事業費増減今回ゼロということですが、

前年度と比べて新規登録者や就職決定者の数に変化はあったのでしょうか。  

〇商工振興課長  サポステの登録者数につきましては、おおむね令和４年度につき

ましては 176名ということで、前年度とほぼ同程度となっております。ただ、そのサ

ポートの対象となりますステージにおきまして、ステージ１の軽微な方から徐々に

ステージ４の就業が困難な方にシフトしているというふうに聴取しております。以

上です。  

〇岡田  コロナ禍では何か特別な取組ってこの事業では行われていたのでしょうか。 

〇商工振興課長  御指摘のとおり、コロナとなりますと来所の上での直接対面のサ

ポートというのが困難な状況にはございました。そういったところの中で電話等に

よるサポート、様々な形での非対面でのサポートなどを工夫して実施しているとい

うところでございます。以上です。  

〇岡田  分かりました。  

 それでは、続いて新規就農者、農業後継者等の支援、103ページに移ります。ここ

も事業費が36％増というふうになっていますが、実際に新規就農者総合対策補助金

の支出があったためという増減理由について書かれています。この補助金の内容に

ついて少し伺わせてください。  

〇農政課長  こちら委員御案内ありました新規就農者総合対策支援事業につきまし

ては、令和４年度からの新規事業になります。こちら新たなメニューとしまして、

新たな機械設備を導入する新規就農者に対して国が２分の１、県が４分の１、それ

から農業者本人が４分の１というような形で出る事業でございます。その下の同じ

く総合対策補助金の今度括弧で経営開始資金とございます。こちらが農業を始めて、

新規就農して翌年度から年間 150万円が３年間出るような形で、こちらも国、県の補

助金でございます。以上です。  

〇岡田  やっぱりこれから農業支援って本当にますます大事になっていくと思いま

すので、ここら辺もしっかり力を入れていただきたいと思います。  

 続いて、107ページの道の駅化に要する経費についてです。これ も既に何人かの委

員からの質問が出ておりますので、重複しないように質問をさせていただきたいと

思うんですが、先ほどもおっしゃられていましたけれども、1,889万円ってちょっと

大きな予算がかけられています。この成果物について公開はされているのでしょう
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か。  

〇次長兼公設市場長  公開のほうはしていないんですけども、希望があれば提供は

することは可能となっております。以上です。  

〇岡田  繰り返しになってくるんですが、昨今いろいろな調査にかけたものに関し

て市民の方の興味ってすごく高くなっているというふうに感じますので、今の御答

弁にありましたように見せてほしいと言ったら見せますよというような感じではな

く、やっぱりこれだけ大きな予算がかけられているものに関しては、公開をすると

いう検討もしっかりしていただいたほうがいいのかなと思っています。改めてなん

ですけれども、やはりこれも先ほどのやり取り、質問の中であったと思いますけれ

ども、今後についてなんですが、この調査の結果について、道の駅化、この実現可

能性というのが少なくなったというふうに理解してよろしいのでしょうか。ちょっ

と整理をしたいと思います。  

〇次長兼公設市場長  調査結果の報告の中では、かなり厳しい状況なのかなという

ことで認識しております。先ほど質問のありました説明会というか、情報の公開に

つきましては、場内事業者向けには５月に説明会を行っておりまして、実際こんな

報告、調査を行った結果というのは報告しておるところでございます。あと、金額

ですね、1,900万程度今回の調査でかけてお りますが、今回は道の 駅の可能性がかな

り低くなって、じゃこの調査は無駄なのかというところの御質問の趣旨もあったか

と思うんですけども、実際に市民の意識調査だとか、あと場内事業者の意向、あと

は取扱高の推計調査などを実施しております。あとは、大手の開発事業者などのヒ

アリングを行っておりますので、今後うちのほうが目指すべき再整備に向けた基礎

データとなるような形で活用ができると思っております。以上です。  

〇岡田  私無駄というふうに申したつもりはなくて、要するに今まさにおっしゃっ

ていただいたように、これだけしっかり調査をしていただいているので、有効活用

して、道の駅化に関する検討に使えなかったとしてもほかの有効なデータにはなる

かなと思っていますので、有効に使ってくださいという話と、あと公開はしたほう

がいいんじゃないですかという指摘でございました。すみません、ちょっと今の御

返答だとすんなりと分からなかったんですが、今後もまだ道の駅化に関しては検討

を続けていくということでしょうか、それともここである程度一段落、実現可能性

がかなり低いよということで、この調査についてはひとまず打ち切るということで

しょうか、そこら辺ちょっと教えていただきたいんですけれども。  

〇次長兼公設市場長  今回の調査に基づいて道の駅につきましてはかなり厳しいと

いうお話をさせていただいたんですけども、今回の調査の中で市場を活性化するた

めには、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけども、荷さばき所の拡大

であったりとか、コールドチェーンということの物流の施設整備強化を必要としな

きゃいけないということですので、今後そういったことをやるために、民間活力を

使いながら整備していこうと、そういうふうに考えております。以上です。  

〇岡田  分かりました。ありがとうございます。  



- 34 - 

 

 それでは最後に、126ページの森林環境譲与税基金活用事業について伺います。こ

れは、前年比433％ということで、これ実質的には令和４年度から 始まったんでした

でしょうか。それで、金額の増減が433％増となっているのでしょうか。 

〇農政課長  こちら森林環境譲与税につきましては、令和元年度から行っている事

業でございます。譲与税逆に入ってきて、今度それを活用して、今庁内で使途決定

会議を設けていまして、その中で伐採の森林の整備に主に使っていまして、里山の

団体さんですとか、あとナラ枯れ病の防止とか、そちらのほうに支出をしていく。

残額が繰り越されて出てくるような形になっております。最終的には譲与税額は、

令和元年から４年までは入ってきたのが約１億3,000万です。支出が約9,800万とい

うことで、繰越しは 3,321万 9,000円ぐらいが一応繰り越されて、また次の令和５年

度になっていくような、そんな形になっているので、数字は使って動いて、また入

ってくるというような形で、国のこれは全国で森林の面積だったり、それから人口

だったりで割り返されて交付されるものですので、引き続き森林の整備、それから

今後については木材利用の活用についても併せて考えていければと思っています。

以上です。  

〇岡田  ちょっと私が思っていたのは、まず国税として徴収されて、それが何年後

から分配されているというような理解があったんですが、これ令和元年度から始ま

って、令和元年度から既に市のほうにも下りてきて使えていたということですか。  

〇農政課長  令和５年度は、先行して国のほうで交付をしていたんですが、実際は

今度令和６年度から今度は住民税として１人 1,000円復興税を代えて、市民から徴収

される税額は変わらないんですが、復興税から今度森林環境譲与税として徴収され

たものが今度は国から県、県から市に入ってくる予定です。以上です。  

〇岡田  ちょっと後でもう一回教えていただければと思います。その基金をもって

ナラ枯れ対策の業務委託に使われていたということですが、これはナラ枯れ以外に

も使われているのでしょうか。  

〇農政課長  ナラ枯れ以外にも、先ほど申しましたとおり、森林の整備関係に対し

て使っているものでございます。実際は里山ネットの団体さんに活動費としての支

援金、それから管理運営、そして特別緑地保全地区の危険木伐採という形とナラ枯

れというような形になっています。以上です。  

〇岡田  この使途って比較的自治体の裁量に任せられていると思います。いろんな

本当にそれぞれの自治体が特色を出しながらこの基金、この事業費使われているの

かなと思っています。柏市では、里山というところで一つ柏市の特徴なのかなと思

うんですけども、例えば水源の涵養とか多様性植物の保護とか、そういったことに

も使っている自治体もあるというふうに聞いていますので、またちょっと広くいろ

いろな使い道を皆様から募集する、市民の方から募集する、もちろん里山に使われ

ているということで、それはそれで大変意味があると思うんですけども、もう少し

広げたりとかという可能性もあるのではないかなというのが私の提案でございます。

最後そこら辺だけまとめていただければと思います。  
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〇農政課長  委員御指摘のとおりだと思います。今活用につきましては、全庁掲示

板で森林環境税の活用というのを年１回、ここも先月、先々月あたりには出してい

るところです。ただ、森林環境譲与税、目的税ですので、やはり使えるものと使え

ないものがございます。既存の事業の振替というのはちょっと無理でして、あくま

でも新規事業という形になっていますので、その木材を活用した何かしらのもの、

森林整備含めて木のものであったりとか、その辺を今後また庁内御意見聞きながら、

有効活用できればと思っています。以上です。  

〇岡田  ありがとうございます。例えば水源涵養というふうに申し上げて、水辺を

しっかりすることで、また森林きちんと土地を吸収をさせるとか、そういう意味も

あると思うんで、違う目的で使うということを申し上げているわけではないんです

が、もう少し広く考えられるのではないかなという意見でございました。以上です。

ありがとうございます。  

〇坂巻  何点かお尋ねをいたします。まず最初に、令和４年度柏市は温暖化対策で

どのようなことをして、どういう成果があったかをお知らせください。  

〇環境政策課長  午前中にも御答弁させていただきましたとおり、温暖化対策とし

ての取組としましては、エコハウス促進総合補助金を実施しましたこと、あとは柏

の市役所の中では環境配慮電力の調達に関する御依頼であったりとか、あとは照明

設備のＬＥＤ化、これは施設所管課が工事を行ったりするときですね。あと、やは

り工事のときに併せて太陽光発電設備の設置、それとちょっと午前中、すみません、

答弁漏れてしまったんですが、車両の買換えの際には電動車、ＥＶ車であったりと

かハイブリッド車、こういったものの購入をしていただくことをお願いさせていた

だきました。以上です。  

〇坂巻  そういうことだけじゃなくて、全体で温暖化対策ですよね。それとか建物

全体を冷やしていくとか、今言っているのは結局太陽光発電をさせて、電力の供給

源というか、元のやつを石油じゃなくて太陽の自然エネルギー、再生エネルギー使

いますと。それはそんなに私は対策、先ほど誰か言いましたけども、結局森林伐採

して、そこに太陽光パネルを置くというのはちょっと本末転倒な気するんですよね。

その辺考えると、私はもう少し緑化とか、そういったところに柏市は力を入れるべ

きだったと思うんですけども、そういうものは４年度はやられましたか。  

〇環境政策課長  緑化に関しましては、数は少ないんですけども、施設の所管課の

中で壁面緑化に取り組んでいただいているところは何か所かあると理解しておりま

す。それ以外の緑を増やすといった取組になりますと、これは都市部のほうと少し

連携を図っていかなければならないのかなと理解しております。以上です。  

〇坂巻  それはそれでよしとして、次に先ほど来市営住宅の件が議論されています

けども、463ページに工事請負費で 8,712万 2,702円というのがありますけども、市営

住宅を工事して、長もちさせて耐用年数いっぱい使うその経費と、それで入居者の

収める家賃というんですか、そういうところの、こういうことは変な言い方になり

ますけども、費用対効果から考えたらどうなのかなとちょっと疑問に思うんですけ
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ども、その辺いかがでしょうか。  

〇住宅政策課長  今の当課の予算全体を見たときに、市営住宅の収入のほうが実際

に使っているお金を上回っていますので、費用対効果といいますか、今は長寿命化

をして、建物をもたすというほうが安いというふうに思っていますので、効率よく

予算を使っているというふうな認識を持っています。以上です。  

〇坂巻  長もちさせるためにいろいろリフォームやりますけども、それよりもそこ

でやめて、民間にそういうアパートなんかを借り上げて、補助して出したほうが私

的には市の出費は少ないような気がするんですけども、その辺いかがでしょうか。  

〇住宅政策課長  どういう物件を借りるかでちょっと難しい部分はあろうかと思い

ますけど、基本的には一度建ててしまったほうがコスト的には安いケースもあるん

だろうなというふうに思います。例えば借り上げるとか家賃を補助するとかという

ふうになりますと、ずっとその分の経費、マイナスの経費でかかっていきますので、

市が管理していれば家賃の収入があるんで、そこら辺の比べたときにどっちが効率

的かというところかと思います。建物、減価償却が古くなってきますと、収入に対

する効率は上がっていくと思いますので、今は当課の予算を見たときには収入のほ

うが多いというような状況になっています。以上です。  

〇坂巻  次に、空き家対策で出ていますけども、この空き家対策業務委託費 1,400万、

これってどんなことなんでしょうか。中身を教えてください。  

〇住宅政策課長  これは、空家等対策計画、５年前につくったものを改定したもの

です。これは法定計画で、法に基づいた計画をつくっているという状況なんですけ

ど、内容的にはこの５年間で空き家が増えたか、減ったか、そういったものを調査

して、結果的には微増の状態になっていますので、それを減少できるかどうかはな

かなか、政策次第になろうかと思いますけど、実態を調査した上で今後の施策をど

うやっていくかというのを検討しています。施策展開としては、やはり増えている

という状況は高齢の独居の方がお亡くなりになるとどうしても空き家になる、そう

いった状況があるので、御健在のうちに亡くなったときのことを考えて終活をして

くださいね、そういったことをＰＲしていく必要があるだろうというような計画を

つくっています。以上です。  

〇小松  それでは、柏市水道事業会計決算書の中について質問させていただきます。

14ページになるんですが、今回４か年継続事業の最終年度を迎えた水道部庁舎再整

備事業については、防災拠点としての耐震性、貯水槽築造を含めた外装工事が完了

し、事業を終了していますとありますが、この防災拠点としてのそういった災害時

のときにはこういった工事をやったことによってどのような効果が上がるのか、お

聞かせください。  

〇総務課長  お尋ねの件でございますが、水道部庁舎再整備いたしまして、柏市で

災害が起こった場合、災害対策本部は本庁舎になりますが、もし本庁舎が被災した

場合の代替地として水道局の庁舎が代替施設としてなっております。また、耐震性

の井戸付貯水槽、こちらを設けておりますが、約３万3,000人分の 水を調達できるよ
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うになっております。そういったところを踏まえまして、柏市における立地等を含

めまして災害拠点になるというふうに考えてございます。以上です。  

〇小松  ありがとうございます。それから、その下のほうに、令和４年度ですが、

２月、３月の基本料金を免除水道局のほうでしていただきました。それに対して全

ての世帯にそういった基本料金が免除となったということは、とても多くの市民が

喜んでくださっていると思うんですが、そういった市民の声というのはどのような

声が上がってきていますか。  

〇料金課長  大変ありがたいというような声をたくさんいただいております。以上

です。  

〇小松  ありがとうございます。ある意味世帯年収関係なく、こういった形での免

除をやってきたのは大変よかったなというふうに思います。その後に令和４年度の

経営状況については、約15億 6,649万円の純利益となったというふうにありますが、

この純利益、今までよりも多いんですか、それと少ないんでしょうか。  

〇経営企画課長  対前年比で比べますと、約 9,800万ほど減になっております。以上

でございます。  

〇小松  ごめんなさい、多いということですね。  

〇経営企画課長  多いか、少ないかと申し上げますと、適正ではないかというふう

に考えております。以上でございます。  

〇小松  分かりました。そしたら、16ページに次行きます。健全経営が100％以上に

なっているということを今おっしゃったんじゃないかなと思うんですが、これから

先もこういった経営状態が続いていくというふうにお考えでしょうか。  

〇経営企画課長  私ども用水供給事業のほうから受水を受けておりまして、ここの

単価が令和７年度以降に変わるという予定でございます。これをもちまして私ども

令和８年度以降 10年間、先10年間に関しまして料金体系どうするかということを今

後議論していきます。市民の方々の生活状況を考えますと、現行維持でできればと

いうふうには現状考えております。以上でございます。  

〇小松  ありがとうございます。その下に、最後の行のところに前年度に取得とな

った上下水道庁舎がなったというふうにありますけども、この上下水道庁舎という

形で合併したというか、合同となったというか、それによるメリットというか、そ

の辺はどのようにお考えでしょうか。  

〇経営企画課長  金額的なメリットは、下水道側の負担が減ったということで、下

水道は一応恩恵を受けていると。ただ、水道は逆に増えていますので、恩恵はなく

なったということで、お金の面に関しましてはそれほどは出ていないというのが現

状でございます。ただ、人が当然統合しまして職員増えましたので、災害等の対応、

これに関しましては人が当然多くなった分対応できる職員も多くなりますので、フ

レキシブルな対応ができているというふうに考えております。以上でございます。  

〇小松  私もよく見ればよかったんですが、ホームページ等は新しく刷新されたん

でしょうか。  
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〇総務課長  このたび上下水道局庁舎新設に併せましてホームページ等もリニュー

アルいたしました。以上です。  

〇小松  ホームページ等では評価というか、そういった声とか、そういうのはどの

ような声がありますでしょうか。  

〇総務課長  評価というのは、統合したことによる……  

〇小松  ホームページ見て、分かりやすくなったとか、そういった内容です。  

〇総務課長  委員おっしゃるとおり、見やすくなったということも御意見いただい

ておりますし、またキッズページを作ったりしたこともございまして、学校の先生

だとかからも評価をいただいております。さらなる充実という部分で、今後市の広

報広聴課とも連携しながら進めてまいりたいと思っています。以上です。  

〇小松  分かりました。じゃ、水道のほうは終わりまして、次に決算報告書のほう

に行きます。 91ページの先ほども若干あったかと思うんですが、有害野生鳥獣防除

事業というのがありますが、最近特に何かアライグマであるとかハクビシンって増

えてきているように思うんですけども、その点はどうでしょうか。  

〇環境政策課長  アライグマ、ハクビシン、有害鳥獣に関しましては、令和４年度

の実績でアライグマが 84、ハクビシンが 47の合計 131となっております。前年度に関

しましては、アライグマが52、ハクビシン 37、合計 89とやはり増えております。以

上です。  

〇小松  今後も増えていく可能性特に高くなっていくんじゃないかというふうに思

うんですが、この増えてきた原因というのはどのようなことにあるというふうにお

考えでしょうか。  

〇環境政策課長  これといった特定できる原因というのが我々も究明をしていない

ところではあるんですけども、やはり市街地で結構増えてきておりますので、天敵

となる動物がいないということも増えている一因ではないかなと捉えております。

以上です。  

〇小松  増えることによって農業をやっている方々への被害というか、農作物への

被害というのも増えていくんではないかと思うんですが、その点はどのようにお考

えでしょうか。  

〇農政課長  農地における有害鳥獣につきましては農政課で行っております。農地

におきましては、昨年度から比べますとやはりタヌキ、アライグマは増えている状

況です。ちなみに、農地ではアライグマが 57頭、タヌキが91匹、それからハクビシ

ンが22匹、以上でございます。  

〇小松  それに対する対策というのは、連携して取られているような状況なんでし

ょうか。  

〇農政課長  やはり市内、市街地、農地と様々なところで出没していますので、こ

こは環境部とも連携を強化しまして、今年は特にイノシシ対策なんかに重点を置い

て行っているところです。以上です。  

〇小松  よろしくお願いいたします。次に、126ページの先ほども少しお話ありまし
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たが、空き家等対策事業について伺いたいと思います。空き家が今増えてきている

という状況が、微増だというふうにありましたけども、地域によってもっと増えて

いるというか、微増というよりはこの地域は特に増えているとか、そういったこと

もあると思うんですね。町会のほうからの御相談というのもあると思うんですが、

その辺はどうなんでしょうか。もし分かりましたら。  

〇住宅政策課長  空き家に関しまして意外に地域性というのが増えている、減って

いるといいますか、ここの地域が極端に多いというのは意外にないです。全体的に

はならされているといいますか、全体的に多いという状況です。強いて言えば市街

化が早く進んだ常磐線の沿線、要は住宅が早くからついたところはやはり空き家に

なる傾向がある。ただ、そういったところは、空き家になっても次の人が買ってく

れれば空き家の状態が改善される、その繰り返しになっているという状況は見られ

ると思います。以上です。  

〇小松  町会からの御相談というのは受けたりしているんですか。  

〇住宅政策課長  町会さん、それから民生委員の方、御相談に見える方はいらっし

ゃいます。町会さんによっては、町会の中で班が決まっていて、きちんと現況調査

して、我々に対して空き家の位置を教えていただける、そういった町会さんもあり

ます。そういった場合には所有者をこちらで捜して通知文を送って対処をお願いす

る、そういった対応をしています。以上です。  

〇小松  微増でもだんだん増えてきている状況にはあると思います。先ほどもお話

しされましたが、そういったところを早めに売れるようなところは売っていただけ

るような、そういった不動産屋さんなんかと連携取れるような対応を取っていただ

きたいと思うんですけど、その辺どうでしょうか。  

〇住宅政策課長  やはり空き家放置しますと、近隣に迷惑をかけたり、よくない方

向にいきますので、できるだけ早く使わなければ処分していただいて、次の方に売

っていただいて、新しい建物が建てばそれなりに人口の定着にもなりますし、税収

の増にもなりますので、その辺は意識して対応していきたいというふうに思います。

以上です。  

〇小松  よろしくお願いいたします。以上です。  

〇田口  失礼します。下水道事業ということで、再度で申し訳ございませんけれど

も、下水道事業会計決算書、こちらの 14ページの総括事項、本文の真ん中辺りまで

ありますけれども、それの下から４行目、大堀川右岸第７―１排水区などの改築工

事を実施しましたとあります。この下流部、貯水池となる場所、篠籠田の場所です

けれども、この場所におきまして昨日の大雨で水があふれ、そして浸水し、車が駄

目になるというような件がございましたけれども、こちら把握しておられます内容、

そちらをお答えください。  

〇下水道工務課長  今おっしゃられた大雨の影響は、９月 20日の関係だと思うんで

すが、９月20日にうちのほうでちょっと確認している内容としましては、いろいろ

と雨量計ついているところあるんですが、柏土木の雨量計で 10分間当たりで 30ミリ



- 40 - 

 

ぐらいの大きな雨が降って、それが要は 10分間で 30ミリということは１時間に換算

すると 180ミリぐらいの雨が一気に降ったという形になっておりますので、柏市の下

水道自体が時間当たり 50ミリ対応という形で今整備しておりまして、その下流にな

る大堀川もそうなんですが、そういう対応していまして、実際には３倍以上の雨が

降ったことによって道路にも水がたまって、下水の中も満水状態になってあふれて

しまったという状況で、まだ今調査をしている状態で、どこから水が噴いたという

のはあれなんですが、マンホール等から噴いて、その水が影響して道路の舗装がめ

くれて陥没というか、ああいう状況になったと認識しております。以上でございま

す。  

〇田口  令和２年、こちらに地元住民の方から申入れがあって、当時の秋山市長が

回答、工事中であり、それから安全確保を行いますという文書をその方に送ってい

ることは承知されていますでしょうか。  

〇下水道工務課長  その個別なあれについては、私のほうではまだ認識していなく

て申し訳ないんですが、あそこについてそういう要望があったというのは、今回地

元のほうでヒアリング等をしていろいろな方から伺っておりまして、うちのほうも

浸水というか、道路冠水が何度か起きているというのは私のほうも確認はしており

ます。以上でございます。  

〇田口  令和２年の秋山市長の回答、約束、それがちゃんと果たされたかというこ

と、それから今回昨年度の４年度の工事が適切であったかどうかということを含め

て調査、検証をお願いしたいと思います。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はございますか。   なければ、質疑を終結いたします。  

 これより採決をいたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第15号、令和４年度柏市一般会計歳入歳出決算の認定、当委

員会所管分について採決いたします。  

 本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員でございます。  

 よって、議案第 15号、当委員会所管分については原案のとおり認定すべきものと

決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第17号、令和４年度柏市公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入歳出決算の認定について採決いたします。  

本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 17号については原案のとおり認定すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第20号、令和４年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決いたします。  
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本案を原案のとおり認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 20号については原案のとおり認定すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第25号、令和４年度柏市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 25号については原案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第26号、令和４年度柏市下水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 26号については原案のとおり可決及び認定すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

 ここで暫時休憩いたします。  

              午後  ２時  ７分休憩  

                  〇            

              午後  ２時１５分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

                              

〇委員長  次に、議案第２区分、議案第 27号、令和５年度柏市一般会計補正予算、

当委員会所管分について、議案第 29号、令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口

土地区画整理事業特別会計補正予算について、議案第 31号、令和５年度柏市水道事

業会計補正予算について、議案第 32号、令和５年度柏市下水道事業会計補正予算に

ついての４議案を一括して議題といたします。  

 本４議案に対して質疑があればこれを許します。  

〇田口  それでは、議案の27から 32について書いてあるものですね 。冊子の７ペー

ジにあります環境社会基盤、５番ですね、の都市空間公園用地の取得に関してです

けれども、こちらの②、低見台子供の遊び場についてですけれども、こちらは買戻

し、土地開発基金により先行取得した用地を買戻しするものというふうな資料を頂

いているんですけれども、情報によりますとこちらある方から寄附を受けて公園に

したとの話があるんですが、この点はいかがでしょうか。  

〇公園緑地課副参事  低見台子供の遊び場につきましては、用地買収をしたもので
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ございまして、土地の寄附を受けたということではございません。以上です。  

〇田口  寄附を受けた場所との関係はどうなっているんでしょうか。 

〇公園緑地課副参事  特段寄附を受けたものとは直接的な関係はないものと認識し

ております。以上です。  

〇田口  全く離れた場所ということでしょうか。  

〇公園緑地課副参事  地権者が全く違う形となりますので、特段寄附との関係性は

ございません。以上です。  

〇田口  今申し上げているのは、その関係性ではなく地理的関係を申し上げている

ので、地理的関係がどうですかということです。  

〇公園緑地課副参事  低見台子供の遊び場ですが、特段寄附を受けた場所というの

が特に隣接するところというふうなものはございませんので、また単独で用地買収

をしたものとなります。以上です。  

〇田口  お答えになっていないんですけれども、私が聞いているのはお金のやり取

りの話ではなく、地理的な位置関係を聞いているので、それが全く別な離れた場所

なのか、隣なのかという、そういう質問です。  

〇都市部理事  今回の低見台の子供の遊び場というのは、旧水戸街道から南側と言

ったらいいんでしょうかね、そこの土地でして、ここの土地については今担当も説

明したように用地買収、先行買収してもらったのを用地買収しているという場所で

す。ちょっと委員さんがおっしゃっている寄附を受けた土地というのは、この近隣

にはありませんので、委員さんがどこの土地を寄附受けたというお話しになってい

るかというのはちょっとあれですけども、この近辺では寄附を受けた土地はないと

いうことで御答弁させていただきたいと思います。以上です。  

〇田口  では、続けて失礼します。それでは、市営住宅についてですけれども、同

じページのその下、市営住宅施設管理事業ですけれども、こちらのいろんなところ

で行われております指定管理者の役割を教えてください。  

〇住宅政策課長  今回の指定管理者、民間の事業者のノウハウを活用しということ

になりますけど、入居者へのサービスの向上、夜間の緊急時の迅速な対応、それに

よって費用の縮減、または未納家賃の回収等に寄与するというふうに考えておりま

す。役割としては、管理一般、全体的な市営住宅の管理を指定管理者として管理を

お願いするという状況です。以上です。  

〇田口  その指定管理料というのは、この金額ということですか。それぞれ別個に

いろいろあるということでしょうか。  

〇住宅政策課長  ５年間の 債務負担 行為で合計 の額がこの金 額２億 8,400万円とい

うことです。以上です。  

〇田口  １年分は５で割ればいいというだけのことでしょうか。  

〇住宅政策課長  はい、そうです。  

〇田口  このページのその下、道路、河川排水の中のコミュニティ交通運行事業、

今回の一般質問の答弁でもありましたけれども、ジャンボタクシーのラッピングデ
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ザインのために 780万円計上しているということです。これは問い合わせましたので、

ある程度は理解しているんですけれども、ただこれ１台当たり、ロング車が３台、

車椅子車が１台で、ロング車のラッピングが 199万円、車椅子車が 183万円と、この

ようになっております、頂いた資料ではですね。これは、金額的にはディーラーさ

んからでも中古の１台が買える値段です。その値段が１台のラッピングに使われて

いるという状況です。相場というのが、もうこの車のラッピングというのも一般的

になってきましたので、相場というのはある程度調べることができます。そうしま

すと、１台当たり大体 110万円から 130万円というのが１台当たりの相場です。それ

と比べてあまりにも高過ぎるので、問合せをいたしました。そうしたところ、その

うちの 40万円が車両の窓ガラス交換で、これが理由がまぶしさ防止でしょうか、黒

い色なので、透明なものに替えるために 40万円ということで、残りが150万円ですね。

これをどうしたかとお聞きしたらば、ディーラーのトヨタ自動車に依頼した。入札

はされていないということです。まず、入札をされなかった理由は何でしょうか。  

〇次長兼 交通政策 課長  こち ら今 回予算 として合 計 780万計 上 させてい ただいてお

りますが、こちら先ほど委員さんのほうで御説明いただいたとおり、トヨタのディ

ーラーのほうの見積りをいただいて、予算として今回の議会のほうに出させていた

だいております。まだ全然車両のほうをラッピングしているわけではございません

でして、今回の予算を議会のほうでお認めいただいた暁には、その後ジャンボタク

シーの運行会社のほうにこちらの費用を補助いたしまして、そちらでラッピングの

施行をしていただくように調整していきたいなというふうに考えております。です

ので、まだ施行されておりませんので、当然予算のほうまだ議会のほうを取ってい

るわけではございませんので、入札等々は行われておりませんし、こちらはあくま

でも運行事業者への補助金ということで予算をのせているというものでございます。

以上です。  

〇田口  先ほど申し上げましたように相場というのがありまして、その相場という

のは１台です。そうすると、複数台契約すれば安くなるというのが普通ですので、

これはその提供していただいているディーラーさん、こちらとの関係といいますか、

安全を担保していただいている自動車でございますので、安全に関してはこういう

けちるということはあまりよろしくないかと思いますが、ラッピングデザイン、こ

れに関しては価格を下げるという努力をしていただかないといけないのではないか

と思います。もしくは、デザインについては職員の方がやったとおっしゃっていた

んですけども、そうであるならばデザインを例えばデザイナーに依頼して、そっち

にお金を使うと。ラッピングのほうは少し安く上げるとか、同じお金の使い方でも

そういうやり方があると思うんです。もしくは、こういうところでお金を節約して、

直接的なつながりとはならないかもしれませんけれども、こういうことを例えば入

札をしたりすると負担も増えますよね。そうすると、そういうところ大変になるの

で、職員の数を増やすことにつなげるとか、そういう財政の節約というのも私は考

えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。  
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〇次長兼交通政策課長  デザインにつきましては、職員がやったわけではなくて、

昨年度デザイン会社のほうをプロポーザルで選定いたしまして、そちらのデザイナ

ーさんと調整しながら、オリジナルの車体のラッピングデザインというのを昨年度

作っております。そのデザインを作ってはあるんですが、実際その車両にラッピン

グする際には、その車両の形状、曲線であるとか、あとはドアの切れ目であるとか、

あとはドアのサイドにあるプレスライン、鉄板の凸凹のプレスライン、こういった

ものをよけながらデザインを少しアレンジしなくてはいけないというところありま

すので、オリジナルのデザインをそのまま拡大してぺたっと貼るわけいきませんの

で、そういった調整をしていく必要がございます。ですので、そういう車両に合わ

せながらアレンジしていくという手間も実はこの中には入っているということでご

ざいます。以上でございます。  

〇田口  まずはディーラーさんに依頼して、金額出してもらったということなんで

すが、やはり先ほど申し上げましたけれども、ラッピング業者というのがあるわけ

ですから、そこが専門なので、ひょっとしたら、私も詳しいことは分かりませんけ

ど、トヨタさんもラッピング業者に依頼するかもしれないわけですよね。そういっ

たことも踏まえて、やはりこの金額を落としていくということは、繰り返しますけ

ど、安全のことに関してはそういうことはあってはいけないと思いますけれども、

こういったことに関しては金額を落としていくということを十分考えていただきた

いと思います。この件は以上です。  

 次お願いします。その下の駐輪場管理の体制強化というところですけれども、こ

ちらに関して頂いた資料で、指定管理者に対する物価高騰対策支援ということで、

市営駐車場とか駐輪場の光熱費に対しての補助というのがあって、それぞれ支援金

額があるわけなんですけれども、市営駐車場のタイムズ 24、それから市営駐輪場の

芝園開発、それから日本コンピュータ・ダイナミクスということで、それぞれの光

熱費の全体というのの金額は幾らずつでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  自転車対策室長不在でございますので、交通政策課、坂齊

のほうから御答弁させていただければと思います。まず、駐車場のほうの光熱費に

つきましては、令和４年度の事業計画値が 563万円です。それに対 して実際電気代が

かなり高騰しておりまして、実績が934万 3,953円支出しております。ですので、こ

の令和４年度の事業計画値に対して実績値との差額を支援金として算出しておりま

す。これが371万 4,000円といったところでございます。続きまして、芝園開発につ

きまして は、令和 ４年度の計 画値が 620万 円、それ に対して実 際に支払 った 金額が

703万 7,739円、その差額として支援金が 83万 8,000円ですか。日本コンピュータ・ダ

イナミクス株式会社、こちらが計画値が 259万 5,000円、それに対して実際支払った

額が289万 4,451円で、差額として支援金が 30万円といったところで積算してござい

ます。いずれもこの３社とも昨年度の経営については赤字収支だということで、そ

れが前提として支援金を支出するということで考えております。以上です。  

〇田口  光熱費がこんなにかかるというのが一般の人には分かりづらいと思います
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ので、もし機会あればその内容が説明できる体制をお願いしたいと。駐車場の光熱

費がそんなに高いとは普通の人は、駐輪場は、そんなには思わないと思いますので、

お願いできればと思います。  

 次お願いします。それでは、次が冊子の 14ページになります。こちらの２の環境

社会基盤、下のほうになりますね。水源地設備の更新ということです。こちらの説

明では、内容は皆様お分かりになりにくいと思いますけれども、第三水源地の地下

水、井戸水に溶け込んでいる鉄及びマンガンを砂ろ過方式、一般に除鉄除マンガン

装置というものなんですけれども、こちらの設計のための予算ということです。現

在７基あるということで、そのうち７基の基本設計、７基が本当に必要かどうか、

ちゃんと必要かどうかを設計して計算をするということの予算、それからそのうち、

あくまで予定だそうですけれども、詳細設計、実際に工事をして、そして装置を取

り付ける、そのための設計の予算として２基が検討されていると、このようなこと

です。その質問の目的ですけれども、水資源というのは実は日本では、最近は重要

視されてきましたけれども、割とふんだんにあると考えられていますが、実は水資

源というのはだんだん、だんだん枯渇をしていっておりまして、地下水というのの

存在が実は非常に大きくなっていると、このようなことです。御存じの方もいらっ

しゃると思いますけれども、千葉県というのは上総掘りというのがありまして、世

界的にも非常に有名な地でございます。そして、その地下水を生かすという点で、

千葉県はそういう世界的にも有名な場所なんですが、あまり実は県なども国の方針

もありましてそれほどは生かせていない状況。その中で、こういう地下水を維持管

理して生かしていく工事というのは非常に重要だと考えます。その点で、この間の、

議員は受けましたけれども、ハラスメントの研修会でも講師の方がおっしゃってい

ましたが、冗長性が必要だということですね。余裕を持っていないと、例えば東日

本大震災のときに地下水というのの存在が非常に重要視、地下水なら汚染が少ない

といいますか、あまりされていないということで重宝がられたということがありま

すので、こういった地下水を維持、そして生かす仕組み、日頃そんなにたくさん使

わなくても、いざというときに地下水を生かす仕組み、財政というものをきちんと

考えていただきたいということで、この点において担当課としてはどのようにお考

えでしょうか。長くなりましたが、すみません。  

〇施設管理課長  今柏市の水は、北千葉導水からの水と、井戸の水を使っているん

ですけども、井戸はなかなか県のほうで許可を取るのが難しいという状態でして、

今柏市では今の地下水を継続的に取水するために井戸のメンテとか、あと新たに井

戸の掘り替え等によって今までの水の量をなるべく維持するような形で進めており

ます。以上でございます。  

〇田口  私ども議員としましても県のほうにちゃんと井戸水を生かすような方策を

取るようにということはいろんな方面から提案しますけれども、実際の現状を細か

いところを発信、我々に伝えていただくとか、それから世の中に発信していただい

て、井戸水の重要性、こうやれば使えるというようなことも含めて提案していただ



- 46 - 

 

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。  

〇松本  女性デジタル人材の育成について内容をお示しください。  

〇商工振興課長  女性デジタル人材育成事業につきましては、昨年度に引き続き柏

工業専門校におきまして建設の作図等に必要なシステムでありますオートＣＡＤ、

あるいはＪＷＣＡＤといったようなＣＡＤシステムの講習、またパソコンの研修と

いうことでございます。これによりまして女性の資格取得、あるいは所得向上に貢

献し、また建設業界の人手不足にも対応するというようなことを目的として実施し

ているものでございます。以上です。  

〇松本  女性に限定する理由は何ですか。  

〇商工振興課長  柏工業専門校におきましては、建設会社に就業している従業員等

を対象といたしまして、既存事業で男性、女性問わず受講できるＣＡＤ講習等を行

っております。ただ、一方でそういった中で男性の割合が比較的多いというところ

で、女性のみで安心して受講できる環境が欲しいというような要望がございました

ので、今回その要望にお応えするために女性専門の人材育成事業として別途措置す

るものでございます。以上です。  

〇松本  女性に限定したほうがインパクトは事業としてあるかなと思いますが、や

はり行政として公平性という点で、来年は両方にするとか、女性の年があってもよ

いとか、そういったところはバランス取ってやっていただきたいと思いますが、い

かがですか。  

〇商工振興課長  御指摘のとおり、性別による様々な区別ということなく、今後と

も幅広く様々な形に就業の機会、あるいは資格取得、所得向上の機会をつくってま

いりたいと考えております。以上です。  

〇松本  次に、公共交通燃料高騰対策と貨物運送高騰対策のこの財源の違いという

のはどのようになっていますか。  

〇次長兼交通政策課長  公共交通事業者の燃油価格高騰対策支援金につきましては、

特定財源として地方創生臨時交付金を見込んでおります。こちらの割り振りについ

ては、企画部もしくは財政部のほうで調整して、庁内でどこに割り振るかというの

は決めているといったところでございます。以上でございます。  

〇商工振興課長  貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援事業につきましては、国に

おきまして新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における電力・ガス

・食料品等価格高騰重点支援地方交付金というメニューがございますので、この中

の例示として挙げられておりますメニューに沿って交付金を充当しているところで

ございます。以上です。  

〇松本  先ほどの女性デジタル人材育成も含めて、新型コロナの臨時交付金当ては

まるのではないかなというようなのがいろいろとありまして、それぞれ財政のほう

で分けているとは思うんですけれども、できるだけこちらもメニューを多く持って

おいて、使えるときにしっかり使っていただきたいかなという感想でございます。  

 続きまして、市営住宅の債務負担調べについてですが、832戸でこれは令和 10年度
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まで考えていますか。  

〇住宅政策課長  ６年度から 10年度まで５年間です。以上です。  

〇松本  この間に832戸は減りませんか。  

〇住宅政策課長  向こう５年間の間には減らない予定です。以上です。  

〇松本  市内の市営住宅は、半分以上根戸にあります。私も富勢小学校だったんで、

市営住宅身近だったんですけれども、恐らく議員の中には柏に市営住宅があるのを

議員になるまで知らなかったという方もいるのではないかと思いますが、根戸はと

にかく本当にたくさんあります。先ほど田口委員からも低所得者が住んでいるとい

うお話あったんですけども、それをやっぱり地域の人は知っていますし、子供もそ

れを結構知っています。子供がそういったそれぞれの家庭の経済状況を知っている

というのがあまり好ましくないのかなというのは子供心に感じていたんですけれど

も、そういった視点もひとつ今後の市営住宅の中で考えていただければと思います。

小樽市などでは民間住宅のマンションの２部屋、３部屋ぐらい借りたりして、市営

住宅として使っています。茅ケ崎市では１棟借りをしているんですけれども、結局

１棟借りをしてしまうと、またそこに住んでいる人はこういう人が住んでいるとい

う、低所得の方が住んでいるということが分かると思いますので、そういうところ

はもし分からないで済むのであれば、経済状態というのはやはり分からない形でや

ったほうが望ましいのかなと思います。あと、いろいろなところで家賃補助をして

いるところもありますし、ソフト面での対策で対応していくこともひとつ考えられ

るかと思います。ただ、やはり田口委員もすごく心配していますけれども、市営住

宅を単に廃止するということになると、本当に住宅に困る方が出てきてしまいます

ので、別の対策と併せてセットにして説明していかないと、単に廃止しますという

ふうに言われるとなかなか受け入れ難いと思うんですね。その点についてどう考え

ていますか。  

〇都市部理事  今委員さん御指摘のように、市営住宅についてはちょうど過渡期に

来ております。一方でちょうど一番古いので約60年ぐらいたつのがあります。やは

りそれは当初建てた目的と今の使われ方が大分変わってきております。１つに、議

会で言われているように浴槽の問題。あと先ほどの共益費の問題、それから一番古

いのが 60年という老朽化が進んでおります。その中で市としましては、４団地の廃

止につきましては、民間のストックが柏市内に約１万 3,000戸ぐらいございます。そ

のようなものをやはり活用してやっていくのがいいのかなというふうには言われて

いるところでございます。それとあと、松本委員さんから今言われたように民間、

これはＵＲでございますが、近隣の松戸とか船橋市ではやはりＵＲの都市機構さん

のところを借りたりしているケースもございます。このように借りているケース、

それから今のある土地を利活用して建てる、このようなことを含めて在り方の検討

会をこれから立ち上げて、じっくりと検討していきたいと考えております。以上で

ございます。  

〇松本  先ほど田口委員が安アパートにされるんじゃないかとかといったところも
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心配されていると思いますので、他市のところを見るときちんと建築基準法に合致

しているとか、耐震性の基準とかしっかりしているんですよ。だから、私は、そこ

は柏でも将来どうなるのかというところはあんまり心配していないんですけれども、

きちんとやっていただけるかと思います。ＳＤＧｓの観点からも壊して新築という

よりは、やはりストックを使っていくということはひとつ重要であると思います。

そうした面からも検討していただきたいと思います。  

 続きまして、下水道事業ですけれども、観測システムについて、先日の篠籠田の

箇所ですとか、そういったところも含まれるんでしょうか。  

〇下水道工務課長  篠籠田も今現在、以前からつけているもので監視はできている

んですが、それをさらに拡大して、それが今包括ＪＶの技術提案としてやらせてい

ただいているものなので、今度は市のほうできちんと予算化して、市内の浸水常襲

箇所等、あとそういうところの監視のために設置していこうと考えているものでご

ざいます。以上でございます。  

〇松本  そして、その監視をして、急に水位が上がってきた場合というのは、対応

できるようになるのでしょうか。  

〇下水道工務課長  対応につきましては、この前のような災害級の一気に降るよう

な雨だと対応というのは難しいかもしれないんですが、その後どういう形で管路内

で水位の変化があったとか、そういう検証には使えると思います。長雨でだんだん

水位が上がってくるような場合には市のほうで中を監視しながら、そこに駆けつけ

て道路の通行止めを行うとか、そういう対策に生かせると思っております。以上で

ございます。  

〇松本  先日の大雨で、マンホールから水があふれてくるような、そういった状況

でございました。そうした大きなことがありましたら、やはり委員会できちんと報

告をしていただくべきだと思います。この審査の前に報告の時間設けてやるという

ことで、自主的にやっていただきたいと思います。これからあと委員会で閉会中の

審査とかありますので、そういったときにも情報提供しっかりとしていただきたい

と思います。私からは以上です。  

〇岡田  最初に、補正予算４ページの水道会計事業、水道料金減免事業について伺

います。これは、今年の２月から３月に行ったのと同じような事業ということで理

解してよろしいのでしょうか。  

〇料金課長  そのとおりでございます。以上です。  

〇岡田  事業後、総括などは行っているのでしょうか。  

〇料金課長  どのくらい減免したとかいうところの数字は出ておりまして、交付金

を活用して行うということで昨年度させていただきました。また、先ほどもお伝え

させていただいたように、市民の声ということでいただいているものも統計のほう

は取っております。以上でございます。  

〇岡田  今回第２弾ということで行うこの理由についてお伺いします。  

〇料金課長  今年度もやはり物価高騰における本市全体として行う施策の一環とし
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て、こちらの水道使用者の経済負担を軽減するということを目的として、一般財源

からの補助を受けて今年度も行うものでございます。以上です。  

〇岡田  再度確認ですが、出された意見の中ではほとんど肯定的な意見ということ

でよろしいでしょうか。  

〇料金課長  減免自体はおっしゃるとおりでございます。以上です。  

〇岡田  減免自体はということは。  

〇料金課長  今回の議会でもありましたように、ちょっと分かりにくいというとこ

ろもございましたので、今回周知の文等に工夫を凝らして、昨年度いただいた意見

を反映させていただき、周知文も併せて皆様に周知したいと思います。以上でござ

います。  

〇岡田  よろしくお願いいたします。続いて、コミュニティ交通運行事業、先ほど

もございましたバスのラッピングの件ですが、もう一回ちょっと伺います。どうい

うデザインにリニューアルするのでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  まず、現在のジャンボタクシーのデザインでございますが、

シルバーの車体にラインが何本か入っているという非常にシンプルなデザインでご

ざいます。そのシンプルがゆえに、コミュニティバスが走っているということを御

存じない方も実はいらっしゃるのかなと思っておりまして、昨年度高柳の駅前で街

頭でアンケートといいますか、ちょっと聞き取りをしたところ、ジャンボタクシー、

コミュニティバスが走っていることを御存じないという方が意外と多かったという

ところでございます。そういったところを考えまして、やはりコミュニティバスが

走っているということも市民にＰＲして、多くの方に御利用いただくということが

すごく大事だと思っております。今回のラッピングにつきましては、ワニバースと

いう愛称をつけて市内のほうコミュニティバスを展開していきたいと思っておりま

すので、カシワニの黄色、これをベースにしたデザインとしてまいりたいなと思っ

ております。脇にカシワニが乗っているような感じですね。そういった他市のコミ

ュニティバスが非常に分かりやすいもんですから、それと遜色ないようなデザイン

にしたいと思っております。以上です。  

〇岡田  今本当にグレーで、分かりづらいとおっしゃるとおりなんですが、バス自

体を黄色にするということですか。  

〇次長兼交通政策課長  フルラッピングを予定しておりまして、バス全体を黄色な

んですが、地面に近いところは白と薄い黄色でグラデーション状にしたいなと思っ

ております。以上でございます。  

〇岡田  先ほどの質問の中で、窓ガラスについてのお話がありましたが、もう少し

詳しく御説明ください。  

〇次長兼交通政策課長  今のジャンボタクシーの窓ガラスがいわゆるプライバシー

ガラスというやつでして、中が真っ暗で、誰が乗っているか分からないといったと

ころございます。そういった中で、やはりコミュニティ交通、公共交通でございま

すので、誰でも乗りやすい車両にしていきたいなということで、男性でも女性でも
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気軽に乗っていただけるような、そんな乗り物にしたいということで、中が見通し

がよく、見やすいということで透明なガラスにしてまいるといったところでござい

ます。以上です。  

〇岡田  私も一番最初に乗ったとき少し勇気が要るという感じだったんで、そうい

った窓ガラスについての今回変わるということで、少し乗りやすくなるという方も

増えるかなと期待しています。これは、いつからこういったラッピング車体になる

んでしょうか。  

〇次長兼交通政策課長  今回の議会で予算のほう御承認いただけましたら、すぐに

交通事業者、こちらのジャンボタクシーを運行している事業者と調整を取りまして、

今年度中速やかに施行してまいりたいなというふうに考えております。以上でござ

います。  

〇岡田  期待しておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。  

〇上橋  私から（４）、地域の力の文化財保全事業のところで、冊子の６ページで、

旧柏市西部消防署根戸分署の劣化とかを防ぐための維持補修に係る設計なんですけ

ども、具体的にどういうところを補修（「委員会違う」と呼ぶ者あり）委員会違う。

大変失礼しました。これ建設ではない。大変失礼しました。（「教育」と呼ぶ者あ

り）教育になってしまいますね、文化財で。私の勘違いで、大変失礼しました。じ

ゃ、私それだけ、以上で、大丈夫です。申し訳ありません。  

〇助川  先ほど松本委員からあった点で、ほぼほぼ質問ではないんですけども、先

ほどの女性デジタル人材育成事業負担金で、決算のところでも聞かせていただいた

部分の昨年やったこのコロナの対策からの継続ということでこれは今年も新たにや

っているという理解でよろしいんですかね。  

〇商工振興課長  おっしゃるとおりでございまして、昨年初めて実施したところ女

性の方から30名のお申込いただきまして、うち26名が受講いたしました。このうち

オートＣＡＤにつきましては 13名が受講し、その中で９人が資格取得について受験

をし、６名が合格、ＪＷＣＡＤについては６名全員が受験し、５名が合格というこ

とで、非常に高い合格率ということで成果も出ておりますので、今年度につきまし

てもぜひ実施したいと考えております。以上です。  

〇助川  分かりました。実際に成果が出ているところでは喜ばしいところだと思う

のと、どうしても、私はこれでいいと思うんですけど、特に女性というのが入った

ときに、先ほどあったように、じゃ若者の就労支援はどうするんだとか、男性の就

労支援はどうなるんだとか、そういったところで誤解を生む表現にもなりつつある

のかなという中で、しっかりとしたもの説明できるようにして、特にこれ建設業に

関わるところだと思うので、業者さんだったり、企業のほうがしっかりとそれを見

て理解できるようにというところでの募集の仕方であったりとか、そこは今後検討

していく課題になっていくのかなということを感じましたので、まずは今年の成果

を期待したいと思います。以上でございます。  

〇小松  最後に、すみません、１つ、北柏駅の北口土地区画整理事業についてちょ
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っとお伺いをさせていただきたいんですが、実は地域の方々からもちょっといろん

な御意見もいただきまして、自転車なんかの置場なんかも新しくできる北側のその

北口というか、北側のほうの口にはできるのかという、そういった問合せがあった

んですが、その辺はどうなんでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  今御質問ありました北口の今現在私どもの区画整理

事業におきまして北口には新しい駅広を造っているんですけれども、そちらに向け

まして新しい自由通路を整備していって、新しい駅へ直結できるようなツール整備

とバリアフリーと南北自由通路はできるような整備を長期的に計画、今ＪＲと協議

を進めているところでございます。以上です。  

〇小松  自転車置場等は造らないということですか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  すみません。大変失礼しました。自転車置場につき

ましては、北口のほうに従前に駅広に自転車を置けるような状況をつくっておいた

んですけれども、今回駅の周辺に商業施設を造ることによりまして、そこの中に自

転車を置くような、それを併せて計画をしているところもございますし、また今自

転車対策室と北柏駅全体の自転車、整備において自転車の台数が一時減少したよう

なところもあって、長期的に必要な台数の確保と場所を限定して整備を進めている

ところがございますんで、北口に限っては今利用されている自転車の台数は確保で

きるように計画しておるところでございます。以上です。  

〇小松  分かりました。あと、今新しくできているところの北口側の口ですけども、

そこを下りていってスーパーであるとかいろんなのができますよね。その中で、車

で来られるわけじゃなくて、ちょっと歩いてとか、今言った自転車でとかといった

場合、南口のほうから行く方法というのは、中を、自由通路を通ってしか行けない

感じになるんですか、それとも何かほかにも方法ができるのか、その辺ちょっと教

えてください。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  委員おっしゃるとおり、北柏の南口と北口をつなぐ

動線というのはかなり限定されておりまして、今も限られたところで自由通路とい

うか、駅を通るところは１か所でございます。ただ、今の駅のところを24時間開放

できているわけではございませんので、そこは部分的にＪＲが管理している状況で

すんで、そこを今回私どもが自由通路を整備することによって 24時間通行できるよ

うなことで今よりは改善するんですが、新たな路線が追加されるようなことにはな

っていないという現状でございます。以上です。  

〇小松  ちょっと無理だなと私は思ったんですけど、自転車で結構お買物している

方から言われまして、自由通路というのは自転車も通れるんですかというようなこ

とを聞かれて、それはちょっと歩行者だけだと思いますよとお答えしたんですが、

そのお答えでよかったでしょうか。  

〇次長兼北柏駅周辺整備課長  そういうような御意見も確かにございますんで、今

後ＪＲと自由通路を整備するに当たってエレベーターの設置をしていくんですが、

当然身障者用のエレベーターは計画しているんですが、自転車とかを載せて渡れる



- 52 - 

 

ようなことが可能なのか、バリアフリーは当然確保するんですけれども、そういう

ことで渡ることができるようになるのかというものも含めて、今後の設計とか検討

の中で検討してまいりたいと思います。以上です。  

〇小松  そういった方々も地域に住んでいらっしゃっているんで、そこも検討の材

料に入れていただいて、よろしくお願いいたします。以上です。  

〇土木部長  先ほどの駐輪場に関して、現在北柏駅の北口に関して駅前広場の周辺

には駐輪場の予定はございません。当然６号を渡ってくるとか、危険になりますの

で、それ以前の、今ある駐輪場のそばにしっかりとした駐輪場を確保していきたい

と考えています。以上です。  

〇小松  分かりました。ありがとうございます。  

〇委員長  ほかに質疑はございませんか。   なければ、質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  議案第 27号、令和５年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分につい

て採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 27号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものとして決し

ました。  

                              

〇委員長  議案第 29号、令和５年度柏市柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事

業特別会計補正予算について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  続きまして、議案第 31号、令和５年度柏市水道事業会計補正予算につい

て採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 31号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  議案第 32号、令和５年度柏市下水道事業会計補正予算について採決いた

します。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 32号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第２区分の審査を終了します。  
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 次に、第３区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方は入室をお願

いします。  

                              

〇委員長  次に、第３区分、議案第 13号、市道路線の認定について、議案第 14号、

市道路線の廃止についての２議案を一括して議題といたします。  

 本２議案について質疑があれば、これを許します。  

〇松本  31178号線、認定のほうですね。北柏駅周辺の舗装されていないところ、ど

う整備するのでしょうか。  

〇次長兼道路総務課長  31178路線につきましては、この経緯を述べますと北柏の区

画整理に併せて新しい道路ができます。それに併せて既存の道路のほうを一旦廃止

して、新しい道路と、あとは 3117路線は地区外なんですけども、その道路を改めて

再認定したという経緯でございます。以上です。  

〇松本  いや、そうではなくて、この 31178号線をどう整備するのかということです。 

〇道路総務課副参事  こちらの 31178路線の終点 部に は今地区 内で公園を 整備する

予定となっておりまして、そちらを担当する公園緑地課のほうとどう整備していく

か検討中でございます。以上です。  

〇松本  舗装するのですか。  

〇道路総務課副参事  その点も含めて今現在検討中でございます。以上です。  

〇松本  そういうことが決まっていなくて、これ認定するんですか。 

〇次長兼道路総務課長  この整備の内容については、現在協議中なんですけども、

もともとこの路線については認定されていた、だからこの沿線の方は認定路線で、

そういう土地の活用ができる状態になったということで、その機能を保全するとい

う意味で改めて再認定をこの部分だけしたという経緯でございます。以上です。  

〇松本  何かちょっと分からない点もありますが、一応了解いたしました。  

 次に、廃止の 20644号線、十余二です。ここは道路認定はされないのでしょうか。 

〇次長兼道路総務課長  こちらの道路は、認定のほうは令和５年第１回定例会、３

月の議会で承認いただきました。本来であれば、道路の認定と廃止は同時期に行う

ことが望ましい、するべきだと思うんですけども、その３月の際、本来廃止も同時

に行うべきでありましたが、失念して漏れてしまいましたので、今回上程させてい

ただきました。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はありますか。   なければ質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  議案第 13号、市道路線の認定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  
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〇委員長  議案第 14号、市道路線の廃止について採決いたします。  

本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、議案第 14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審査を終了いたします。  

 次に、専決処分についてを議題といたしますが、報告に関係しない執行部の方、

副市長、部長以外の方は退席されて結構です。御苦労さまでした。  

                              

〇委員長  それでは、専決処分についてを議題といたします。  

 地方自治法第 180条第１項の規定による専決処分のうち、その金額が50万円以上の

ものについては定例会中に開催される常任委員会に報告されることとなっており、

今回該当する専決処分がありますので、執行部からの報告を求めます。  

 なお、報告資料につきましては、サイドブックスの中に格納されておりますので、

そちらを御参照ください。  

 では、報告をお願いいたします。  

〇南部クリーンセンター副参事  交通事故の 示談に関する専決処分について報告い

たします。本件は、示談の締結及び損害賠償の額の決定の番号５番の事案でござい

ます。また、本件は、令和５年第１回定例会市民環境委員会で物損に関する示談締

結を報告いたしました事故の人損に関する示談締結の報告でございます。今回の事

故により被害者並びに市に損害と御迷惑をおかけしましたこと大変申し訳ございま

せんでした。資料に沿って御説明させていただきます。事故につきましては、令和

４年10月 21日、柏市増尾1089番１先の柏市道上においてごみ収集作業中に市職員の

運転するごみ収集車がごみ集積所前で停車し、運転手がドアを開けたところ、後方

から走行してきた相手方の運転する自転車がドアが接触したことにより相手方が転

倒し、腰部等を負傷したものでございます。整骨院等への通院治療を行い、完治な

さいましたので、令和５年８月１日に示談を締結いたしました。賠償金額につきま

しては、治療費、慰謝料の合計 130万 7,810円でございます。事故原因につきまして

は、降車時におけるじんかい車周囲の確認不足によるものと考えられます。事故当

日につきましては、事故状況の聞き取り調査を行い、臨時の安全衛生委員会を開催

して事故原因の検証と再発防止について協議し、その内容は職員全員に周知徹底を

図ったところでございます。今後の再発防止に向けまして、収集ルート上に点在し

ている見通しの悪い交差点や狭隘道路などの注意を要するような箇所を抽出しまし

て、収集職員間での情報共有を進めているところでございます。また、安全運転講

習会や安全衛生委員会等を活用しながら、職員の安全運転意識の醸成と交通事故ゼ

ロを目指し、改めて安全教育に努めてまいりたいと考えております。報告は以上に

なります。  

〇委員長  本件について質疑があれば、これを許します。何か質疑はございますか。 
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〇松本  体調や労働の状況というのはいかがだったんでしょうか。  

〇南部クリーンセンター副参事  被害者の体 調につきましては腰部挫傷、いわゆる

打撲ということでございまして、整骨院に通院治療をなさって、電気治療等を行っ

た経過がございます。  

〇松本  すみません、このドライバー側ですね。乗っていた方の状況です。  

〇南部クリーンセンター副参事  ドライバー 自体は、けが等はございません。  

〇松本  いや、そうではなくて、当日過労だったのかとか睡眠不足だったとか、そ

ういったことはいかがでしょうか。  

〇南部クリーンセンター副参事  事故当日、 状況調査は当然したんですけれども、

過労であったりとか、何かそういったことは見受けられておりません。  

〇松本  単なる不注意だということですか。  

〇南部クリーンセンター副参事  おっしゃる とおりでございます。  

〇坂巻  治療費が70万ということですけども、何か月間通って、結構金額的に大き

いのかなと思うんですよね。その辺はいかがでしょうか。  

〇南部クリーンセンター副参事  整骨院のほ うに帰宅時、電気治療をかけに毎日毎

日通院しておりまして、その間発生から完治の期間が令和５年３月までの５か月間

通っております。その治療費として70万 7,810円かかっております。  

〇坂巻  ５か月と言いましたよね。ちょっと金額的に理解できないんだけども、ち

ょっとどうなのかなとその辺が思ったことが１つ。それと、時々ですけども、収集

車、ごみの車が反対向きというのかな、要するに普通に走っていて、普通に止まっ

てごみを集めるんじゃなくて、反対車線に止まるということが時々私見かけるんで

すよ。その辺の教育というか、指導はどうなられていますか。  

〇南部クリーンセンター副参事  委員さんお っしゃるように細い道路、例えば一方

通行道路であったりとか、柏市内幅員の狭い道路ございますので、左寄せに止める

というのは原則ではございますが、どうしてもほぼ真ん中に止まってしまうという

状況はあります。ここの事故につきましても、いわゆる狭い道路でしたので、寄せ

て止めた割には真ん中ら辺に止まっていたという状況で、降りる際に開けたときに、

不注意なんですけれども、開けた際に自転車と接触してしまったということでござ

います。  

〇坂巻  狭くてやや真ん中に寄るということは多少理解できるんですけども、そう

じゃなくて、丸々反対側へ止まっているようなことを時々私見かけるんですよ。そ

れってどういう指導していますか。  

〇南部クリーンセンター副参事  原則的には 、２車線道路ということではないんで

すよね。片側道路ということですと、左側に寄せて止めましょうというのは、これ

は従来からやっているとおりですので、ちょっとそのおっしゃっている場所が分か

らないのですが、基本右に止めてということでは指導はしていません。  

〇環境部長  今担当のほうから御説明したとおり、一応運行上はきちんと左側に寄

せて止めるというルールにしておりますが、今委員さんのほうからも右に止めてい
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る場合が見受けられるということもございましたので、いま一度現場のほう確認さ

せまして、その辺は安全教育徹底してまいりたいと思います。以上でございます。  

〇坂巻  私見かけるのは、うちの近所ですから北部ですよね。それ毎回じゃないで

すよ。時々です、時々。時々要するに反対方向、うちのほうは擦れ違いできますか

らね、道路、センターライン引いていなくても。だって、６メートルちょっとあり

ますから。その場合でも、３日間ぐらい前に見ましたね、最近ですと。ですから、

反対側に止まるんですよ。だから、それはごみ集めていくルートからすれば逆にな

るかもしれないですね。だから、止めちゃって、回収時間短縮するためかどうか分

からないけども、そういうのがあるんで、やはりこれは交通ルールはちゃんと守る

ように指導されたほうがいいといいますかね、こういう事故なんかあったのを一つ

の契機として。よろしくお願いします。  

〇委員長  ほかに質疑はありませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

 以上で報告を終わります。  

                              

〇委員長  次回の日程でありますが、決算の意見、要望の取りまとめを行うため、

10月４日水曜日午前 10時より開催いたします。  

 事務局への報告は、２日月曜日の12時でよろしいんですか。各会派では、まとめ

て10月２日月曜日 12時までに事務局のほうに提出してください。  

                              

〇委員長  以上で本日の建設経済環境委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

              午後  ３時２３分閉会  

 


